
■申請団体が⾏政機関から受けた指導、命令に対する措置の状況

指導等の年⽉⽇ 指導等の内容 団体における措置状況

該当なし 該当なし 該当なし

資⾦分配団体公募受付システムDB

1.助成申請情報

 ⺠間公益活動を促進するための休眠預⾦等に係る資⾦の活⽤に関する法律（平成28年法律
第101号）に基づき資⾦分配団体として助成を受けたく、下記のとおり申請をします。
 なお、下記４に記載した誓約等の内容について相違がなく、これらの誓約等に反したことに
より、選定の取り消し等が⾏われることとなっても、異議は 切申し⽴てません。

■申請団体が申請に際して確認する事項

(１)⽋格事由について ⽋格事由について確認しました

(２)公正な事業実施について 公正な事業実施について確認しました

(３)規程類の後⽇提出について 規程類の後⽇提出について確認しました

(４)情報公開について（情報公開同意書） 情報公開について確認しました

■申請団体に関する記載

申請団体の名称

NPO法⼈エデュケーションエーキューブ(24通1)

団体代表者 役職・⽒名

代表理事 草場勇⼀

法⼈番号

3290005014625

申請団体の住所

福岡県福岡市⻄区野⽅1-19-33

資⾦分配団体等としての業務を⾏う事務所の所在地が上記の住所と違う場合

1.助成申請情報欄の内容につき、誓約します

２.連絡先情報

担当者 部署・役職・⽒名

担当者 メールアドレス

担当者 電話番号

3.コンソーシアム情報

(1)コンソーシアムの有無



誓約する団体の名称 誓約する団体の代表者⽒名 誓約する団体の役割

４．コンソーシアム構成団体が⾏政機関から受けた指導、命令等に対する措置の状況

団体名 指導等の年⽉⽇ 指導等の内容 団体における措置状況

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

コンソーシアムで申請し
ない

コンソーシアムに関する誓約

コンソーシアムに参加する全ての団体（以下、「コンソーシアム構成団体」という）は、幹事団体が資⾦分配団体⼜は活動⽀援団体（以下、「資⾦分配団体等」という）としての助成の申請を⾏うに際
なお、誓約内容について相違がなく、これらの誓約等に反したことにより、選定の取り消し等が⾏われることとなっても、異議は⼀切申し⽴てません。

1.コンソーシアム構成団体は、幹事団体を通じてコンソーシアムの実施体制表を提出し、幹事団体が資⾦分配 団体として採択された場合は、⼀般財団法⼈⽇本⺠間公益活動連携機構との資⾦提供契約締

２.本誓約書にて誓約をしたコンソーシアム構成団体について、申請締め切り後、コンソーシアム構成団体に変 更があった場合は申請を取り下げます。

3.コンソーシアム構成団体が申請に際して確認した次の（１）〜（４）の事項等

(１)⽋格事由について

(２)公正な事業実施について

(３)規程類の後⽇提出について（※通常枠のみ該当）

(４)情報公開について（情報公開同意書）

4.事業情報の登録・事業県連書類の提出

事業名

義務教育格差是正のための持続可能なフリースクール⽀援事業

複数選択

草の根活動⽀援事業
地域
九州



休眠預金活用事業 事業計画書 【2024年度通常枠】 ※採択された後の資金提供契約書別紙１の対象は、事業計画書の冒頭から「Ⅱ．事業概要」までとします。

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

○ (1) 子ども及び若者の支援に係る活動
○ ① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
○ ② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援

③ 社会課題の解決を担う若者の能力開発支援
⑨ その他

(2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
④ 働くことが困難な人への支援
⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
⑨ その他

(3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
⑨ その他

事業の種類4

領域／分野

その他の解決すべき社会の課題

事業の種類2 ①ｰ2地域ブロック
事業の種類3 九州ブロック（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）

事業の種類1 ①草の根活動支援事業
NPO法人エデュケーションエーキューブ コンソーシアムの有無 なし

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主義務教育格差是正のための持続可能なフリースクール支援事業

事業名（副ステークホルダー全員のウェルビーングを高めるフリースクール運営を目指して
団体名

必須

任意

申請時入力不要



SDGsとの関連

Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 190/200字

(2)団体の概要・活動・業務 199/200字

「子どもたちが自分らしく幸せに生きられる（ウェルビーイング）社会の実現」が私たちのミッションです。学校という選択肢を選べない子どもが増え続けている中、経済的事情や地域格
差で学校以外の選択肢を選べない子どもが増え、経済格差による教育格差が拡大しています。私たちはミッション達成に向け、経済格差による教育格差を是正し、すべての子どもたちに
「公正な教育」の場を提供したいと考えています。

学校の代わりとして通えるオルタナティブスクール「スタディプレイス」を福岡県内4拠点とオンラインで展開。対象は小学生から高校生。ICTを活用した個別最適化学習とこれからの社会
で必要となる学びや体験のカリキュラムが特徴。公正な教育機会の実現のため、生活困窮世帯に対して授業料の50〜70%を減免する独自の奨学制度を提供。オルタナティブスクールの設立
を目指す法人や個人を支援するプラットフォーム事業も展開

_1.貧困をなくそう 1.1   2030年までに、現在１日1.25ドル未満で生活する
人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終
わらせる。

不登校児童生徒は教育・体験の機会喪失により将来の可能性が制限されることが様々な調査研究で指摘
されており、困窮したり貧困が固定化される潜在的なリスクがあります。経済的困窮世帯でも公正な教
育を受ける環境を提供し、自分らしく生きられるよう教育面から支援をすることで、貧困の再生産や固
定化を防止するとともに、経済的困窮世帯以外の生徒についても将来的に経済的に困窮することを防止
します。

ゴール ターゲット 関連性の説明
_4.質の高い教育をみんなに 4.1   2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適

切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で
質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにす
る。

ユニセフのデータによれば、日本の就学率は100%であり、SDGsの「質の高い教育をみんなに」という
点において評価されています。しかし、実態は、小中学校の不登校児童数は約30万人に達し、さらに学
校に通っていても授業に出席できず、保健室や別室で過ごす「隠れ不登校」の中学生は推計33万人に上
ります。これらの問題を解決するために、学校以外のフリースクール等の多様な学びの場を提供し、子
どもたちに質の高い教育を提供することが必要です。この取り組みは、SDGsの4番目の目標の実現に直
接貢献します。



Ⅱ.事業概要

(終了)

事業概要

598/600字

最終受益者 福岡県全域及び九州エリア在住の学校に通うことができない小学生か
ら中学生の子どもたちと保護者。特に、相対的貧困層（11.1%）と仮定
される生活困窮世帯が最優先の対象です。

(人数) 九州エリア在住の90日間以上の欠席が続いている不登校児童18,558
人。特に、貧困層（11.1%）と仮定される2,059人。

九州エリアで学校に通えないすべての子どもたちが安心して学べる場所（フリースクール等）へアクセスできることを実現するため、持続可能な運営に課題を
感じているNPO法人・団体や設立を目指す個人に対し、当法人が7年間で培ったスクール運営のノウハウを活かした経営アドバイスやカリキュラム提供等の非
資金的支援と休眠預金を活用した資金的支援を組み合わせた包括的支援を実施します。スタディプレイスの事業モデルをコピーするのではなく、参考にしつつ
地域特性を活かした実行団体独自の持続可能なモデルづくりを目指します。
＜実行団体＞
・学校に通えない子どもたちが安心して通える持続可能なフリースクールを運営
・地域性や団体の独自性を活かした運営体制・カリキュラムの確立
・実行団体としての適切な法人運営体制の確立
・不登校の社会的受容を高めるためHP・SNSでの積極的な情報発信や地域との対話
・持続可能性を高めるためのファンドレイジングを実施
・子ども・保護者・スタッフなどステークホルダーのウェルビーングの追求
＜資金分配団体＞
・実行団体の持続可能性を高めるための包括的な伴走支援
・事業の社会的インパクト評価の実施と広報
・持続可能性を高めるためのファンドレイジングと事業収入の確保
・活動の情報発信により不登校の社会的受容を高める
・実行団体のマネジメント・スタッフなどステークホルダーのウェルビーングの追求

本事業における、不動産（土地・建物）購入の有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建物新
築含む）は原則できません。自己資金等で購入する場合は
認められます。詳しくは公募要領をご確認ください。

なし

直接的対象グループ ・すでに九州地域でフリースクール等を展開しているNPO法人・団体
・フリースクール事業を開始したいと考えていて、既に放課後等デイ
サービス等の困難を抱える子どもの支援経験がある法人・団体
・新たにフリースクール等を開校したいと考えている個人（法人設立
前提）

(人数) 九州エリア（弊法人及び全国規模の大手を除く）
・フリースクール数 57 スクール
・放課後等デイサービス運営団体数 3,112法人・団体
・新たにフリースクール等を開校したいと考えている個人

実施時期

(開始 2024/10/1		  2028/3/31 対象地域

九州エリア
国外活動の有無 － 資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 997/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 186/200字

(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 182/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 200/200字

Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

不登校に対する行政の取り組みでは、スクールソーシャルワーカー（SSW）の配置、学びの多様化校の設置、別室登校、オンライン指導など、様々な対策を講じてきました。しかし、これ
らの取り組みの認知度は低く、効果は限定的と言わざるを得ません。一方、不登校児童の受け皿となる民間のフリースクールは、公的支援が限定的なため、事業の安定性に乏しいボラン
ティア的な運営が中心となっています。

申請団体は、経済的困窮世帯の子どもたちへの支援として、寄付を原資とした奨学制度を導入しています。持続可能な運営体制構築のため、ICT活用や空き家活用によるローコストオペレー
ションを徹底してきました。さらに、プラットフォーム事業を通じて、ICTを活用した個別最適化学習支援や社会で必要な学びのカリキュラム提供など、他団体への非資金的な支援にも取り
組んでまいりました。

不登校のため、公教育が担保しているはずの義務教育を享受できない子どもが急増しています。特に地方や生活困窮世帯では学校に代わる選択肢が乏しく、不登校になり社会から孤立する
例も多数あります。民間のフリースクール等は公的支援の乏しさから持続・発展が難しく、義務教育の格差が広がっています。知見ある実行団体が公的支援を補うことで、格差是正に向
け、学校以外の持続可能な学びの場の仕組みづくりが可能だと考えます。

法人の長期のアウトカムは、日本全国で子どもたちが自分に合った学びを選択できる環境が整っており、すべての子どもたちが自分らしく幸せに生きられる社会を実現することです。
中期アウトカム（事業終了後の2年後に実現したい状態）は、本事業により、全国に比して相対的貧困の状況が厳しい九州地域において、学校に通うことができない子どもたちの学校以外の
選択肢となる持続可能なフリースクール等が増加し、事業実施地域の学校に通うことができない子どもたちとその保護者が、安心できる学びの場を得られるようになることです。
また、学校の代わりと認められるような質の高い学びや体験が可能なフリースクール等が増加し、学校に代わるの選択肢としての認知が進むことによって、学びの本質は学校に行くことで
はなく学校は手段の一つに過ぎないという認知が広がり、地域社会全体で子どもたちの学びの多様性と包容性が認められるようになることを目指します。

日本における子どもの相対的貧困率は11.5%ですが、ひとり親世帯の場合は44.5%であり、OECD諸国の中でも最下位レベルとなっています。日本のひとり親世帯の就労率は高いことから、
就労しても貧困から抜け出せない状況が指摘されます。家庭の経済状況が子どもたちに与える影響は大きく、経済格差が学習や体験の機会、文化的資本へのアクセス機会等の格差に繋がり
ます。その結果、貧困家庭の子どもたちは将来の可能性が制限されてしまいます。
また、不登校の問題も深刻です。2022年度の小・中学校の不登校児童生徒数（年30日以上の欠席）は全国で約29.9万人で、前年度約24.4万人から22%も急増しています。更に、全体の55%
の約16.6万人が90日以上の長期欠席者であり、保証されているはずの義務教育を受けているとは言えない状況にあります。また、不登校児童生徒の38%の約8.9万人は学校内外で何らの相
談・指導等を受けられておらず、社会から孤立した状態に置かれています。
経済的困窮世帯の子どもが不登校になると、問題は更に深刻化します。フリースクール等の授業料には公の補助がないため、全額が家庭負担となるケースがほとんどです。2015年度の調査
によると、フリースクールの平均授業料は月額33,000円ですが、2024年に行った私たちの調査によると、費用は月額50,000円を超えており、保護者の経済的負担が大きく、経済的理由でフ
リースクールを選択できないケースがあることが分かります。不登校児童の約30％がひとり親世帯の子どもたちだったという、不登校経験者を対象とした調査結果もあります。私たちはひ
とり親世帯や生活保護世帯などの生活困窮世帯向けに授業料を減免する奨学制度を有しており、全生徒の40％程度が奨学制度利用者です。奨学制度利用者のアンケートでは、93％が年収
300万円未満の世帯であり、98％が当スクールを選択した理由を「奨学制度があること」と回答しています。
加えて、日本はまだ「学校＝行くべき場所」という考えが社会的な常識となっており、フリースクール等が学校以外の選択肢として十分に認識されているとは言えない状況です。この原因
は、公的支援がフリースクール等にないことによる運営の質や持続性、費用負担等が関係していると考えられ、フリースクール等の運営の質を向上させ社会的認知を得ることも重要です。





155/200字

207/200字

188/200字

139/200字

0/200字

事業活動２年目
①第２回公募実行団体の支援開始
＊第１回公募実行団体向け初年度支援を実施
②第１回公募実行団体への２年目支援
・事業計画の進捗へのアドバイス（月次管理）
・実行団体の独自性が活かせる運営に関するアドバイス
・月に１回の合同研修／ICTを活用したPO及びアドバイザーとの情報共有・相談の実施
・ロジックモデルの中間評価実施・見直し
・自走運営の向けてのアドバイス

2026/4-2027/3

事業活動３年目
①第１回公募団体向け３年目支援
・ロジックモデルの最終評価準備・実施（期末）
・完全自走運営に向けてのアドバイス

②第２回公募実行団体への2年目の支援
・ロジックモデルの中間評価（期初）・見直し／最終評価準備・実施（期末）
・完全自走運営に向けてのアドバイス

2027/4-2028/3

(3)-1 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目 時期
事業活動0年目
①九州地域のフリースクールなど連携した多様な学び研究会発足(2024/9)
②当法人の取り組みを説明するセミナー・個別相談会実施(2024/10-12）
③公募要項の確定、選考委員決定(2024/10-12）
④第１回公募開始（2025/1-2）
⑤実行団体（2-3団体）決定(2025/3末）

2024/10-2025/3

事業活動1年目
①第１回公募実行団体の初年度支援
・事業計画作成支援（初期投資、持続可能な運営のための費用や授業料設定など）
・教室運営に関する支援（運営マニュアル、カリキュラム作成など）
・月に１回の合同研修／ICTを活用したPO及びアドバイザーとの情報共有・相談の実施
・ロジックモデルの作成・初期評価実施
②第２回公募実施
・第二回公募開始（2026/1-2）
・実行団体（3-4団体）決定(2026/3末）

2025/4-2026/3



149/200字

127/200字

125/200字

0/200字

Ⅴ.広報戦略および連携・対話戦略

197/200字

151/200字

広報戦略

フリースクールに対する社会的受容を高めるための積極的な広報戦略を展開します。当法人のHP内に休眠預金事業のページを開設し、フリー
スクールに関心を持つ人々、休眠預金に関心を持つ人々、地域住民、教育関係者、メディア関係者向けに、事業の狙い、実行団体の紹介、社
会的インパクト評価、インパクトストーリー、地域密着型活動などを発信します。新聞・テレビなどのマスメディアとも連携し、積極的な広
報を行います。

連携・対話戦略

実行団体とは、月1回の定例MTGでの情報共有や研修に加え、slackやnotion等のICTツールを活用し日々の課題にも対応することで、事業運
営をサポートします。実行団体の活動地域の学校や教育委員会とは、情報共有体制を整備し、信頼関係を構築することで、実行団体の生徒が
出席認定を得られように支援します。

事業活動3年目
①実行団体の組織基盤強化
・ガバナンス・コンプライアンスの整備（グッドガバナンスチェック項目のクリア）
・子ども性暴力防止法の任意認定による制度参加
②実行団体の環境整備
・実行団体が自走可能になるためのファンドレイジングの実施の支援

2027/4-2028/3

(3)-2 活動：組織基盤強化・環境整備：非資金的支援 時期
事業活動1年目
①実行団体の組織基盤強化
・ビジョン・ミッションの作成・見直し・定着化
・ガバナンス・コンプライアンスの整備（監事の選任、監査チェックテスト実施）
②実行団体の環境整備
・実行団体によるHP・SNSページの作成・定期的な情報発信のサポート
・実行団体による寄付募集・助成金申請の支援

2025/4-2026/3

事業活動2年目
①実行団体の組織基盤強化
・ガバナンス・コンプライアンスの整備（グッドガバナンスチェックの実施）
②実行団体の環境整備
・実行団体によるHP・SNSページの作成・定期的な情報発信のサポート
・実行団体によるクラウドファンディング実施の支援

2026/4-2027/3



Ⅵ.出口戦略・持続可能性について 助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。

398/400字

377/400字

Ⅶ.関連する主な実績
(1)助成事業の実績と成果 422/800字

(2)申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 776/800字

資金分配団体

全国の子どもたちが「公正な教育」の場にアクセスできる社会の実現に向け、休眠預金の全国枠の資金分配団体となることを目指します。プ
ラットフォーム事業の非資金的支援では、支援した実行団体の多様なケースの情報ストックを活用することで、提供可能なカリキュラムの充
実や社会で必要な学びの質・量のスケールメリットを発揮し、付加価値の高い支援を目指します。資金的支援では、初期投資と生徒数確保前
までの運転資金の負担に加え、生活困窮世帯向けの奨学制度も提供し、プラットフォーム事業に参加する魅力を高めます。資金的支援終了後
は、資金分配団体以外で当法人のプラットフォームへ参加を希望する団体からのプラットフォーム利用料収入により、プラットフォーム事業
の持続可能性を高めます。将来的には、フリースクールの認知度向上と行政支援による運営体制の構築を目指し、公教育と同じ利用者負担無
償化の実現に向けて行政等に働きかけます。

実行団体

実行団体が事業終了後も地域性や独自性を大事にしながら、持続可能な活動を続けるため、事業収入と寄付・補助金で運営が成り立つ体制構
築をサポートします。支援期間中に、クラウドファンディングや補助金申請などの資金調達方法を指導し、事業終了後には自力で資金を調達
できる体制構築を目指します。また、事業・組織の自走化に向けて2〜3年の伴走期間を設定し、各地域や団体に最適な運営モデルを構築する
ことで、事業・組織の自走化を支援します。学びのカリキュラムも、各実行団体の多様な人材の活用や地域に根付いた独自のカリキュラム開
発を支援することで、多様なニーズに対応できる質の高い教育を提供できる体制を構築します。また、各団体の学校・教育委員会・行政との
連携も強化し、情報交換を進め、信頼関係を構築することで、各実行団体が社会全体の理解と支持を得られるよう働きかけていきます。

当法人の助成実績はありませんが、代表の豊富なベンチャーキャピタル業界での経験とNPO法人のマネジメント経験は、助成事業の実績として十分に評価に値すると考えています。
代表は、法人設立前の20年間、ベンチャーキャピタル業界で活動し、国内外のベンチャー企業約1,000社を訪問し、20社に対して50億円超の投資を実行しました。また、投資先7社の社外取
締役として経営支援や事業提携支援を行い、企業の成長を支援しました。この経験を通じ、事業分析力、経営戦略策定力、資金調達力、人材育成力、ネットワーク構築力など、多岐にわた
るスキルを培ってきました。
さらに、NPO法人の代表として、当法人の事業計画の策定や組織運営、資金調達、事業提携、広報などのマネジメント経験を11年間積んでおり、この経験は実行団体への伴走支援にも有用
です。
代表のベンチャーキャピタルでの経験とNPOでのマネジメント経験は、本事業を成功させるための強力な基盤となると考えています。

設立以来11年間、当法人は実行団体として教育格差の問題に取り組んできました。特に、経済的困窮と不登校が重なる状況における課題解決に注力し、生徒や保護者へのアンケート調査や
ヒアリングによりその実態を把握してきました。これらの調査に基づき、経済的困窮と不登校の複雑な問題を理解し、効果的な支援策を検討する基盤を築いています。加えて、プラット
フォーム事業を通じて他のフリースクール等の支援も行ってきました。現在は、フリースクール事業の継続が難しい状況にあった福岡県行橋市のNPO法人フリースクール風の里に対し、オ
ンラインでの学習支援、カリキュラム開発、ICT端末の貸し出し等、非資金的な支援を行っています。その他、数多くのフリースクールの開設や運営等に関する相談を外部から受け、情報提
供や助言を行ってきました。
また、当法人の代表は、先述の通りベンチャーキャピタル業界での20年間の経験とNPO法人代表としての11年間の実行団体のマネジメント経験を有し、本事業の支援対象となる実行団体へ
の有効な支援が可能です。加えて、子どもの権利保護を行うNPO法人の監事も務めていることから、監事としてのガバナンスやコンプライアンスの知識も有しています。監事の経験を通し
て透明性と倫理性を重視した組織運営の重要性を深く理解していることから、実行団体に対しても、健全な組織運営を促す指導が可能です。
本事業では、上記の知見と経験を総合的に活かし、資金分配団体としてより効果的な支援体制を構築しつつ実行団体の成功に向けて取り組みます。過去の経験から、効果的な支援には、資
金提供、継続的なコミュニケーション、現場への理解、そして適切なサポート体制が重要であると考えています。実行団体の持続可能性を高めるため、必要な資金を提供し実施状況をモニ
タリングし、効果的な支援を実現します。



Ⅷ.実行団体の募集

199/200字

195/200字

164/200字

Ⅸ.事業実施体制
196/200字

名

名
186/200字

(3)ガバナンス・
コンプライアンス体制

ガバナンス・コンプライアンス体制強化のため、弁護士資格を有する外部有識者2名が参加するコンプライアンス委員会を設置します。この委員会は、コンプ
ライアンス担当理事として、高いコンプライアンスが求められる資産運用会社の代表を務める副代表の佐村が就任します。資金分配団体としての管理業務の増
加に対応するため、スタッフの追加採用や雇用形態の見直し等を実施し、管理体制を強化します。

(4)コンソーシアム利用有無

名

新規採用人数
(予定も含む)

1
予定なし(左記メンバーは全員本
事業専従予定)

既存PO人数 2 予定あり(詳細は右記のとおり)
代表の草場は本事業80％、その他20％
安川は本事業20％、スタディプレイス事業80％

(4)案件発掘の工夫

九州各県の既存フリースクール運営者とのネットワークを活用し、9月からフリースクールの運営ノウハウや質の向上を目指す研究会を立ち上げます。この研
究会を通じて、当法人の7年間の運営実績や行橋市での支援事例を紹介するオンラインセミナーを実施し、資金調達、運営ノウハウ、地域連携などを共に学
び、当法人のビジョンに共感する仲間を募ります。

(1)事業実施体制、メンバー
構成と各メンバーの役割

代表の草場がメインPOとして、当プロジェクト総括と実行団体への非資金的支援全般を担当します。スタディプレイス事業担当理事の安川や外部アドバイ
ザーがICTツールを活用して教室運営をサポートします。また、管理体制は、既存スタッフの雇用形態を見直しに加え、管理担当スタッフを1名採用し、当プ
ロジェクトの専従POとして実行団体の会計やガバナンスのサポート及び資金分配団体としての管理業務を担当します。

(2)本事業のプログラム・オ
フィサーの配置予定

※資金分配団体用

人数 内訳 他事業との兼務 左記で「(兼務)予定あり」の場合、業務比率想定を記載

3

(1)採択予定実行団体数 5-7団体

(2)実行団体のイメージ

既にフリースクールや居場所事業を展開しているNPO法人や、放課後等デイサービス等既に困難を抱える子どもの支援経験がある法人等を支援対象としま
す。地域に根ざした学校に代わる選択肢としての持続可能なフリースクール等を目指して、独自の教育プログラムや地域連携、資金調達などを積極的に取り組
む意欲的な団体を探します。特に、次世代の教育を担う若い世代が中心となって運営している団体を優先したいと考えています。

(3)1実行団体当り助成金額

1実行団体あたり800〜1,200万円を想定しています。具体的には、これまでの私たちの経験から、新たな学びの場の設立や既存の施設の強化のための教室開設
費や改修費として300〜500万円、人材採用を含む持続可能な事業モデル構築のための約1-1.5年間の運転資金として500〜700万円を提供します。この資金支援
により、新たな学びの場を設立や既存施設の強化を促進し、持続可能な運営を実現します。



 

資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体
2024/10/01 2028/03/31

事業名
団体名
事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

合計

申請団体
事業期間

資金分配団体

実行団体

事業費

資金分配団体用

実行団体への助成

実行団体用

管理的経費

104,026,960

義務教育格差是正のための持続可能なフリースクール支援事業
NPO法人エデュケーションエーキューブ

5,990,000

助成金

71,805,560

60,000,000
11,805,560

3,140,000
2,850,000

26,231,400

～



 

資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

878,080 21,834,160 33,569,160 15,524,160 71,805,560
18,000,000 30,000,000 12,000,000 60,000,000

878,080 3,834,160 3,569,160 3,524,160 11,805,560

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

2,830,200 7,800,400 7,800,400 7,800,400 26,231,400
0 0 0 0 0

2,830,200 7,800,400 7,800,400 7,800,400 26,231,400

3. 評価関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 710,000 1,460,000 3,820,000 5,990,000
0 260,000 260,000 2,620,000 3,140,000
0 450,000 1,200,000 1,200,000 2,850,000

4. 合計 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

3,708,280 30,344,560 42,829,560 27,144,560 104,026,960

実行団体への助成
－

事業費 (A)

評価関連経費 (C)
資金分配団体用

助成金計(A+B+C)

その他経費

管理的経費

プログラム・オフィサー関連経費 (B)

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等



 

資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 94.5% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

補助率 47% 96% 97% 93%
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度
2024年度 1,000,000 内部留保 A:確定済
2025年度 1,000,000 内部留保 A:確定済
2026年度 1,000,000 内部留保 A:確定済
2027年度 1,200,000 内部留保 A:確定済

特例申請対象

特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してください。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

自己資金・民間資金
合計 (D)

4,200,000

説明（調達元、使途等）

助成金による補助率
(A/(A+D))

管理的経費・PO経費の超過分に充当
管理的経費・PO経費の超過分に充当
管理的経費・PO経費の超過分に充当
管理的経費・PO経費の超過分に充当



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考
現在、代表及び2名の非常勤職員が事務局を担当しています。申請中の
助成金または本助成により、新規職員を1名採用予定です。

非常勤職員・従業員数［人］ 4
有給［人］ 3
無給［人］ 1

職員・従業員数［人］ 7
常勤職員・従業員数［人］ 3

有給［人］ 3
無給［人］ 0

理事・取締役数［人］ 6
評議員［人］ 0
監事/監査役・会計参与数［人］ 2

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 1

氏名
役職

役員数［人］ 8

代表者(2)
フリガナ

代表者(1) 氏名 草場 勇一
役職 代表理事

フリガナ クサバ ユウイチ

設立年月日 2013/04/05
法人格取得年月日 2013/08/02

電話番号 070-5495-2695

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://education-a3.net/index.html

その他のWEBサイト
(SNS等)

https://www.facebook.com/Education.A3/
https://www.instagram.com/education_a3/
https://note.com/education_a3/
https://education-a3.net/blog

都道府県 福岡県
市区町村 福岡市西区野方
番地等 1-19-33

団体情報入力シート

団体名 NPO法人エデュケーションエーキューブ
郵便番号 819-0043

団体種別法人格 認定NPO法人 資金分配団体/活動支援団体





(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

申請中・申請予定又は採択された
事業名

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名



役員名簿

番号 ⼊⼒確認欄 ⽒名ｶﾅ ⽒名漢字 和暦 年 ⽉ ⽇ 性別 団体名 役職名 郵便番号 住所 備考

1 OK ｸｻﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 草場 勇⼀ NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 代表理事

2 OK ｻﾑﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ 佐村 礼⼆郎 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 副代表理事

3 OK ｲﾄｳ ﾅｵｷ 伊藤 尚毅 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 理事

4 OK ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｲ 原⼝ 唯 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 理事

5 OK ﾔｽｶﾜ ﾕﾘ 安川 由莉 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 理事

6 OK ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 伊藤 雅浩 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 監事

7 OK ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ ⼭本 教貴 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 監事

8 check!

◉記載例（番号1〜3）は削除のうえ番号1より⼊⼒してください。
◉名簿には登記簿上の「役員に関する事項」に記載されている⽅すべて を⼊⼒してください。NPO法⼈の場合は、代表理事、理事、監事をすべて記載してくださ
い。
◉⽒名欄に記⼊する⽒名は⼾籍上の⽒名で⼊⼒してください。
◉備考欄には他の団体等との兼職関係（兼職先名称、兼職先での役割等）を記載してください。
◉提出の際はPDF等に変換せずExcel形式のまま提出してください。要件を満たしていない場合は、再提出を求める場合があります。

［各欄の⼊⼒⽅法と注意点］
・⼊⼒確認欄に「check!」が表⽰されているときは、和暦と⽣年⽉⽇の組み合わせをもう⼀度確認してください。
・役員名簿の枠が⾜りない場合は、適宜追加してください。
・⽒名カナ欄は「半⾓」で⼊⼒、姓と名の間も半⾓で１マス空けてください。
・⽒名漢字欄は「全⾓」で⼊⼒、姓と名の間も全⾓で１マス空けてください。
・外国⼈の場合は、⽒名カナ欄は当該アルファベットのカナ読み、⽒名漢字欄にはアルファベット（全⾓）を⼊⼒してください。
・⽣年⽉⽇欄は、⼤正は T、昭和は S、平成は Hを半⾓で⼊⼒し、年欄は数字２桁半⾓としてください。なお、明治45年は7⽉30⽇まで、⼤正15年は12⽉25⽇まで、昭和64年は
1⽉7⽇までとなります。
・性別欄には「半⾓」で男性は M、⼥性は Fで⼊⼒してください。

必 任
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※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 義務教育格差是正のための持続可能なフリースクール支援事業 記入箇所チェック 記入完了

団体名： NPO法人エデュケーションエーキューブ

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第24条

公募申請時に提出 定款 第25条

公募申請時に提出 定款 第24条第2項

公募申請時に提出 定款 第25条第3項

公募申請時に提出 定款 第23条、第28条

公募申請時に提出 定款 第28条第2項

公募申請時に提出 定款 第30条

公募申請時に提出 定款 第29条第4項

. . .

公募申請時に提出 定款 第14条第4項

内定後1週間以内に提
出

定款（改訂版）第14項第5項
改訂版の認証審査期間（9月中旬～
発効前）は、福岡市HP内「定款変更
認証申請団体一覧」で公表
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/k
oeki/life/ninshou-nintei/npojyuuran.html

※改訂版は理事会承認済み。8月末
の社員総会にて採択後、福岡市に提
出し、2週間の窓口での縦覧期間後、
認証審査。提出から発効まで最大約
2ヶ月。

. .

公募申請時に提出 定款 第33条

公募申請時に提出 定款 第34条

公募申請時に提出 定款 第33条

公募申請時に提出 定款
第34条第2項、第34条第
3項

公募申請時に提出 定款 第32条、第36条

公募申請時に提出 定款 第36条第2項

公募申請時に提出 定款 第38条

公募申請時に提出 定款 第37条第4項

⚫ 理事の職務権限に関する規程 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 理事の職務権限規程、定款
理事の職務権限規程第1
条～第4条、定款第15条

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 監事監査規程 第5条～第12条

. . .

公募申請時に提出 役員の報酬等並びに費用に関する規程 第3条

公募申請時に提出 役員の報酬等並びに費用に関する規程 第5条

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規定 第3条

公募申請時に提出 倫理規定 第4条

公募申請時に提出 倫理規定 第5条

公募申請時に提出 倫理規定 第6条

公募申請時に提出 倫理規定 第7条

公募申請時に提出 ハラスメントの防止に関する規程 第4条～第8条

公募申請時に提出 倫理規定 第8条

公募申請時に提出 倫理規定 第9条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規定 第8条、第9条

公募申請時に提出 倫理規定 第8条、第9条

公募申請時に提出 倫理規定 第6条

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第3条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第5条、第7条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第5条第2項

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 第4条第1項

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 第10条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 事務局組織規程 第2条

公募申請時に提出 事務局組織規程 第3条～第6条

公募申請時に提出 事務局組織規程 第7条～第8条

公募申請時に提出 事務局組織規程 第9条～第10条

. . .

公募申請時に提出 賃金規定
第2条、第3条、第4条、第
10条、第11条

公募申請時に提出 賃金規定
第2条、第7条、第8条、第
9条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 文書管理規程 第7条

公募申請時に提出 文書管理規程 第10条

公募申請時に提出 文書管理規程 第11条

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程 第7条、別表

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第6条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第12条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第15条

公募申請時に提出 リスク管理規程
第13条～第16条、第19
条～第24条

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第5条

公募申請時に提出 経理規程 第9条

公募申請時に提出 経理規程 第20条第3項

公募申請時に提出 経理規程 第8条、第10条

公募申請時に提出 経理規程 第4章（第19～25条）

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等

給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止



公募申請時に提出 経理規程 第3章（第15～18条）

公募申請時に提出 経理規程 第7章（第36～41条）

（６）収支予算

（７）決算



NPO法人 エデュケーションエーキューブ 定款 

 

 

第１章  総則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、NPO法人 エデュケーションエーキューブという。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 この法人は、経済的な困難を抱えている家庭の子ども達に対して、主としてＩＴを活用した学

習支援事業を行うことで、親の貧困を原因とする教育格差や貧困の世代間連鎖の解消に寄与すると同

時に、こうした活動を全国に発信し、問題解決のための取り組みを広めることを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

 (1)子どもの健全育成を図る活動 

 (2)情報化社会の発展を図る活動 

 (3)社会教育の推進を図る活動 

(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

第５条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① 経済的な困難を抱える家庭向けの学習支援事業 

② こどもの貧困や教育に関する講演・イベント・セミナーの企画・運営事業 

③ こどもの貧困や教育に関する調査・研究・情報提供事業 

④ その他目的を達成するために必要な事業 

 

(2) その他の事業 

  ① 物販事業 

  ② コンサルティング事業 

  ③ 出版事業 

   

 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じ

た場合は、同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

第３章 会員 

 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）

上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体 



（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込

むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ

の旨を通知しなければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 継続して２年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

（退会） 

第 10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが

できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) この定款等に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第 12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

第４章 役員及び職員 

 

（種別及び定数） 

第 13条 この法人に次の役員を置く。 

 (1) 理事 3人以上 10 人以内 

(2) 監事 1人以上 2人以内 

２ 理事のうち、１人を代表理事とし、必要に応じ２人以内の副代表理事を置くことができる。 

 

（選任等） 

第 14条 理事は、理事会において選任する。 

２ 監事は総会において選任する 

３ 代表理事は、理事の互選とする。 

４ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含ま

れることになってはならない。 

５  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

６ 副代表理事は代表理事が任命する 

 

 

 

 



（職務） 

第 15条  代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２  代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理

事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

４  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 

５  監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

会の招集を請求すること。 

 

（任期等） 

第 16条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終

結するまでその任期を伸長する。 

３  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存

期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら

ない。 

 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充

しなければならない。 

 

（解任） 

第 18 条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、監事は総会の議決により、理事は理事会の

議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を

与えなければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第 19条  役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３  前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。 

 

（職員） 

第 20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 

２ 職員は、代表理事が任免する。 

 

第５章 総会 

 

（種別） 

第 21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

 



（構成） 

第 22条  総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第 23条  総会は、以下の事項について議決する。 

(1)  定款の変更 

(2)  解散 

(3) 合併 

(4)  監事の選任又は解任 

 

（開催） 

第 24条  通常総会は、毎事業年度１回開催する。 

２  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面および電磁的方法をもっ

て招集の請求があったとき。 

(3) 第 15条第 5項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

 

（招集） 

第 25条  総会は、第 24条第２項第３号の場合を除き、代表理事が招集する。 

２  代表理事は、第 24 条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から３０

日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法を

もって、少なくとも会日の５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 26条  総会の議長は、代表理事がこれに当たる 

 

（定足数） 

第 27条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第 28条 総会における議決事項は、第 25条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面または電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものと

みなす。 

 

（表決権等） 

第 29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面ま

たは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

３  前項の規定により表決した正会員は、第 27条、第 28条第２項、第 30条第１項第２号及び第 50条

の適用については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 

 

 

 

 



（議事録） 

第 30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面および電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあ

っては、その数を付記すること。） 

(3)  審議事項 

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が記名、押印しなければ

ならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことに

より、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。 

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3) 総会の決議があったものとみなされた日 

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

 

（構成） 

第 31条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第 32条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) 事業計画及び活動予算並びにその変更 

(2) 事業報告及び活動決算 

(3) 理事の選任又は解任、役員の職務及び報酬 

(4) 入会金及び会費の額 

(5) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第４９条において同じ。）、

その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(6) 事務局の組織及び運営 

(7) その他運営に関する重要事項 

(8) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(9) 総会に付議すべき事項 

(10) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催） 

第 33条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 代表理事が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって

招集の請求があったとき。 

(3) 第 15条第５項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 

（招集） 

第 34条  理事会は、代表理事が招集する。 

２  代表理事は、第 33 条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に

理事会を招集しなければならない。 

３  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法

をもって、少なくとも会日の５日前までに通知しなければならない。 



（議長） 

第 35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

 

（議決） 

第 36条  理事会における議決事項は、第 34条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第 37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面ま

たは電磁的方法をもって表決することができる。 

３  前項の規定により表決した理事は、第 36条第２項及び第 38条第１項第２号の適用については、理

事会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第 38条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1)  日時及び場所 

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面および電磁的方法による表決者にあっては、その旨

を付記すること。） 

(3)  審議事項 

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が記名、押印しなければ

ならない。 

 

第７章  資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第 39条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産 

(2)  入会金及び会費 

(3)  寄付金品 

(4)  財産から生じる収益 

(5)  事業に伴う収益 

(6)  その他の収益 

 

（資産の区分） 

第 40 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業

に関する資産の２種とする。 

 

（資産の管理） 

第 41 条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定

める。 

 

（会計の原則） 

第 42条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

 

 



（会計の区分） 

第 43 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業

に関する会計の２種とする。 

 

（事業計画及び予算） 

第 44 条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なけ

ればならない。 

 

（暫定予算） 

第 45 条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

 

（予算の追加及び更正） 

第 46 条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は

更正をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 47 条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎

事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経た上で総会に

報告しなければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

（事業年度） 

第 48条 この法人の事業年度は、毎年７月１日に始まり翌年６月３０日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第 49 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の

放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

第８章  定款の変更、解散及び合併 

 

（定款の変更） 

第 50 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数に

よる議決を経、かつ、法第 25 条第３項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得な

ければならない。 

(1)  目的 

(2)  名称 

(3)  その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

(4)  主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る） 

(5)  社員の資格の得喪に関する事項  

(6)  役員に関する事項（役員の定数に関する事項は除く） 

(7)  会議に関する事項 

(8)  その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

(9)  残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項 

(10) 定款の変更に関する事項 

 

 

 

  



（解散） 

第 51条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4)  合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第 52条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財産

は、法第 11条第３項に掲げる者のうち、理事会において決定されたものに譲渡するものとする。 

 

（合併） 

第 53 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、

かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第９章  公告の方法 

 

（公告の方法） 

第 54条  この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。 

 

第 10章  雑則 

 

（細則） 

第 55条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。 

 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

代表理事       草 場 勇 一 

理事        佐 村 礼 二 郎 

同         増 山 秀 信 

監事               伊 藤 雅 浩 

 

３  この法人の設立当初の役員の任期は、第 16条第１項の規定にかかわらず、成立の日から平成 27年

7月 31日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定める

ところによるものとする。 

５  この法人の設立当初の事業年度は、第 48 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 26 年 6 月 30

日までとする。                       

６  この法人の設立当初の入会金は徴収しない。なお、会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げ

る額とする。 

７ この法人の設立当初の主たる事務所は、福岡市西区大字女原 614番地 1とする。 

 



(1) 会費  

 

正会員  

個人 30,000 円(年額)  

法人 100,000 円(年額、１口以上) 

 

賛助会員 

個人 1,000円（月額、１口以上） 

法人 50,000 円（年額、１口以上） 



 コンプライアンス規程 

 （⽬的） 
 第1条 この規程は、NPO法⼈エデュケーションエーキューブ（以下「この法⼈」とい 

 う。）の倫理規程の理念に則り、この法⼈に適⽤⼜は適⽤の可能性のある法令、定款⼜ 
 は内部規程の遵守（以下「コンプライアンス」という。）上の問題を的確に管理及び処 
 理し、その事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施 
 策の実施及び運営の原則を定めることを⽬的とする。 

 （基本⽅針） 
 第2条 この法⼈の役員及び職員（以下「役職員」という。）は、法令、定款及び内部規程 

 の内容を真摯に受け⽌め、事業活動の業務遂⾏に際してはコンプライアンスを最優先す 
 る。 

 （組織） 
 第3条 この法⼈のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。 

 1)  コンプライアンス担当理事 
 2)  コンプライアンス委員会 
 3)  コンプライアンス統括部⾨ 

 （コンプライアンス担当理事） 
 第4条 コンプライアンス担当理事は副代表理事とする。コンプライアンス担当理事は、理 

 事会に対し、定期的にこの法⼈のコンプライアンスの状況について報告する。 
 2 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプ 

 ライアンス統括部⾨を指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を⽴案し、実 
 施する責務を有する。 

 3 コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。 
 1)  コンプライアンス施策の実施の最終責任者 
 2)  コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者 
 3)  コンプライアンス委員会の委員⻑ 

 （コンプライアンス委員会） 
 第5条 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員⻑とし、事業部⾨ 

 リーダー、管理部⾨リーダー、及び複数の外部有識者を委員として構成する。 
 2 コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂⾏する。 

 1)  コンプライアンス施策の検討及び実施 
 2)  コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング 
 3)  コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討 
 4)  コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防⽌策の策定 
 5)  第3号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並びに第4号の処分及び再発防⽌ 

 策の公表 
 6)  その他コンプライアンス担当理事が指⽰した事項 

 （コンプライアンス  委員会の開催  ） 
 第6条   コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員⻑の招集により、毎年 3 ⽉及 

 び 9 ⽉に開催する。 



 2 委員⻑は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。 

 （コンプライアンス統括部⾨） 
 第7条 この法⼈の管理部をコンプライアンス統括部⾨とする。 
 2 コンプライアンス統括部⾨は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、推 

 進及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための⽅針や施策等を検 
 討し、実施する。 

 3 コンプライアンス統括部⾨は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライア 
 ンスにかかわる事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員会に定期的 
 かつ必要に応じて報告する。 

 （報告、連絡及び相談ルート） 
 第8条 役職員は、コンプライアンス違反⾏為⼜はそのおそれがある⾏為を発⾒した場合 

 は、速やかにコンプライアンス統括部⾨に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通 
 報等を⾏った場合はこの限りでない。 

 2 コンプライアンス統括部⾨⻑は、前項の報告で、コンプライアンス違反⾏為⼜はそのお 
 それがある事象を知ったときは、直ちにその旨をコンプライアンス担当理事に報告する 
 とともに、事実関係の調査を⾏い、対応⽅針を検討し、コンプライアンス担当理事の承 
 認を受けて、当該事象への対応を実施する。 

 3 役職員は、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス統括部⾨を経由することがで 
 きないときは、第1項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をす 
 ることができる。 

 （役職員のコンプライアンス教育） 
 第9条 この法⼈は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を⾏い、また、役職員 

 はこの法⼈の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとす 
 る。 

 （懲戒等） 
 第10条 職員が第8条第1項から第3項に定める報告を適切に⾏わなかった場合には、情状に 

 よりそれらの者を、懲戒処分に処する。 
 2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員（監事を除く。）の場合は、戒告とし、職 

 員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停⽌、降職・降格、諭旨退職⼜は 
 懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、⾃主的に報酬を減額することを妨げない。 

 3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決 
 定を受けて代表理事がこれを⾏う。 

 （改廃） 
 第11条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 



 ハラスメントの防⽌に関する規程 

 第１章 総則 
 （⽬的） 
 第１条 この規程は、就業規則第12条から第13条及び男⼥雇⽤機会均等法に基づき、職場 

 におけるセクシュアルハラスメント（以下「セクハラ」）、パワーハラスメント（以下 
 「パワハラ」）及び、マタニティハラスメント（以下「マタハラ」）を防⽌するために 
 すべての職員等が遵守するべき事項、及びハラスメントに起因する問題に関する雇⽤管 
 理上の措置等を定めることにより、良好な職場環境を維持し、職員等が有する能⼒の発 
 揮を確保することを⽬的とする。 

 （定義） 
 第２条 この規程の語句についての定義は次の各号に定めるものとする。 

 1)  「セクハラ」とは、職場における性的な⾔動に対する他の職員等の対応等に 
 より当該職員等の労働条件に対して不利益を与えること、⼜は性的な⾔動に 
 より他の職員等の就業環境を害することをいう。なお、セクハラは異性に対 
 する⾏為だけでなく、同性に対する⾏為及び、性別役割分担意識に基づく⾔ 
 動も含むものとする。 

 2)  「パワハラ」とは、同⼀の職場で働く者に対し、職務上の地位や⼈間関係な 
 どの職場内の優位性を背景に、職場において業務の適正な範囲を超えて、他 
 の職員等へ精神的・⾝体的苦痛を与える⼜は就業環境を悪化させる⾏為をい 
 う。なお、パワハラは上司から部下に対する⾏為だけでなく、先輩・後輩間 
 や同僚間、部下から上司に対して⾏われるものも含み、「職場内での優位 
 性」には、職務上の地位に限らず、⼈間関係や専⾨知識、経験などの様々な 
 優位性が含まれる。 

 3)  「マタハラ」とは、職場において妊娠・出産・育児休業等を背景として職員 
 等の労働条件に対し不利益を与えること、また妊娠・出産・育児休業等に係 
 る⾔動により当該職員等及び他の職員等の就業環境を害することをいう。 

 4)  「ハラスメント」とは、前各号に定めるハラスメントその他職場環境を悪化 
 させたり個⼈の⼈格や尊厳を侵害したりするような⼀切の⾏為をいい、職権 
 を背景にしないハラスメント⾏為を含むものとする。 

 2 前項における「職場」とは、通常勤務している場所のみならず職員等が業務を遂⾏する 
 すべての場所をいい、また、就業時間内に限らず実質的に職場の延⻑とみなされる就業時間 

 外の時間を含むものとする。 
 3 第１項における「他の職員等」とは、直接的にハラスメントの相⼿⽅となった被害者に 

 限らず、ハラスメントにより就業環境を害されたすべての職員等を含むものとする。 

 （適⽤範囲） 
 第３条 この規程は、すべての職員等に適⽤する。 

 第２章 職員等の責務 
 （職員等の責務） 
 第４条 全ての職員等は、ハラスメントがもたらす影響の重⼤さを深く認識し、ハラスメン 

 トをしないよう各⼈がその⾔動や⾏動に⼗分注意するとともにハラスメントの被害を防 
 ⽌し、職場の構成員として良好な職場環境の維持及び確⽴に努めなければならない。 



 2 職員等は、他の職員等がハラスメントになり得る⾏為をし、⼜はしようとしていること 
 を⽬撃及び認知したときは、ハラスメント相談窓⼝に積極的に相談するよう努めなけれ 
 ばならない。 

 3 職員等は、ハラスメント⾏為の被害者に対して、ハラスメント相談窓⼝に被害の申し出 
 をして相談することを勧め、その際には被害のあったことの証⼈となる⽤意がある旨を 
 伝える等、ハラスメントを排除するための協⼒を申し出なければならない。 

 4 職員等は、ハラスメント⾏為に関する噂を流したり、ハラスメント⾏為者に対し個⼈的 
 な制裁を加えたりしてはならない。 

 （所属⻑の責務） 
 第５条 各部⾨の所属⻑は、ハラスメントを防⽌及び排除する義務を負い、次に掲げる措置 

 を講じなければならない。 
 1)  担当する部⾨に所属する職員等に対し、この規程の内容を周知、遵守させること。 
 2)  職員等がお互いを対等なパートナーとして意識し、協⼒して業務の遂⾏に取り組む 

 良好な職場環境の維持に努めること。 
 3)  職員等のハラスメントに該当する⾏為、⼜はこれにつながる⾔動を⽬撃した場合に 

 は、当該ハラスメント⾏為を⾏った職員等へ適切な指導を⾏うこと。 
 4)  職員等から相談⼜は苦情の申し出があった場合には、プライバシーの保護に留意し 

 て迅速かつ適切にこれに対応するとともに、必要に応じて第9条に規定するハラスメ 
 ント相談窓⼝と連絡調整を⾏うこと。 

 （ハラスメントの被害者） 
 第６条 ハラスメントの被害を受けた職員等は、可能な範囲で、次の各号掲げる対応をする 

 こととする。 
 1)  被害を我慢せず、躊躇なく所属⻑、代表理事⼜はハラスメント相談窓⼝に相談する 

 こと。 
 2)  ハラスメント⾏為者に対し不快感を表明し、中⽌するように要請すること。それで 

 もなおハラスメントが継続するときはハラスメント相談窓⼝に被害の申し出をする 
 こと。 

 3)  ハラスメント⾏為のあった⽇時、⽬撃者、その内容及びハラスメントに対して感じ 
 たこと、ハラスメント⾏為者に対して⾔ったこと、ハラスメントに対して⾏った対 
 応等について記録を残すこと。 

 （禁⽌⾏為） 
 第７条 すべての職員等は、他の職員等を業務遂⾏上の対等なパートナーとして認め、職場 

 における健全な秩序及び協⼒関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の 
 各号に掲げる⾏為をしてはならない。 
 1)  セクハラに関する禁⽌⾏為 

 a)  性的及び⾝体上の事柄に関する不必要な質問・発⾔ 
 b)  わいせつ図画の閲覧、配布、掲⽰ 
 c)  性的な噂の流布 
 d)  不必要な⾝体への接触 
 e)  社内外においてつけ回す等の⾏為 
 f)  性的な⾔動により、他の職員等の就業意欲を低下し、能⼒の発揮を阻害する 

 ⾏為 
 g)  性的な脅迫や侮辱⾏為 
 h)  交際・性的関係の強要 



 i)  性的な⾔動への抗議⼜は拒否等を⾏った職員等に対して、解雇、不当な⼈事 
 考課、配置転換等の不利益を与える⾏為 

 j)  その他、相⼿⽅及び他の職員等に不快感を与える性的な⾔動 
 2)  パワハラに関する禁⽌⾏為 

 a)  暴⾏・傷害等⾝体的な攻撃 
 b)  脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴⾔等精神的な攻撃 
 c)  隔離・仲間外し・無視等⼈間関係からの切り離し⾏為 
 d)  業務上明らかに不要なことや遂⾏不可能なことの強制、仕事の妨害 
 e)  業務上の合理性なく、能⼒や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること 

 や仕事を与えない等の⾏為 
 f)  ⼈事考課及び処分等による脅迫⾏為 
 g)  私的なことへの過度に⽴ち⼊る⾏為 
 h)  その他前各号に準ずる⾏為 

 3)  マタハラに関する禁⽌⾏為 
 a)  妊娠による体調不良に対し、本⼈の求めがあるにも関わらず休暇取得、時差 

 出勤その他労働基準法及び育児介護休業法で認められた措置の対応を認めな 
 い⾏為 

 b)  妊娠による体調不良により通常と同様の業務に従事できない者に対し、「迷 
 惑」「無責任」などという趣旨の苦情⾏為 

 c)  妊娠中及び出産後の職員等に対し業務に従事させない、本⼈の意に反し専ら 
 簡易な業務のみ与える等の就業環境を害する⾏為 

 d)  妊娠・出産・育児休業その他労働基準法および育児介護休業法で認められた 
 措置の申出及び取得等に対し業務に⽀障が⽣じるという趣旨の苦情⾏為 

 e)  妊娠・出産・育児休業その他労働基準法および育児介護休業法で認められた 
 措置の申出及び取得等を理由とした退職、配置転換の強要、降格その他当該 
 職員等への不利益⾏為 

 f)  その他前各号に準ずる⾏為 
 2 所属⻑は、部下である職員等がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを無 

 視する、黙認する等の⾏為をしてはならない。 

 （懲 戒） 
 第８条 前条第1項に定める禁⽌⾏為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第46条 

 に定めるけん責、減給、出勤停⽌を⾏う。 
 2 前条第1項に定める禁⽌⾏為に該当する事実が認められ、かつその⾏為によって他の職 
 員等を著しく傷つけた場合は、就業規則第46条に定める懲戒解雇⼜は諭旨退職とする。 
 3  第1項において、前条第1項に定める禁⽌⾏為が繰り返し⾏われた場合、⼀回であっても 
 悪質であると判断された場合、及び数回にわたり抗議を受けもしくはこれにより懲戒処分 
 を受けたにもかかわらず改善の⾒込みがないと認められた場合は就業規則第46条に定める 
 懲戒解雇とする。 
 4 職員等が前各項に該当するような懲戒事由に該当する場合でも、⾏為の態様、その他の 
 情状を酌量し、⼜は改悛の情が明らかであると認められたときは、対応する懲戒よりも軽 
 い処分を与えもしくは懲戒を停⽌⼜は復元する場合がある。 

 第３章 相談及び苦情への対応 
 （相談及び苦情への対応） 
 第９条 ハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓⼝は、内部通報（ヘルプライン） 

 規程に基づく。 



 2 ハラスメントの被害者に限らず、すべての職員等はハラスメントに関する相談及び苦情 
 を申し出ることができる。 

 3 ハラスメントに関する相談は、放置すれば就業環境を害する恐れがある場合や、回数を 
 重ねれば就業環境を害する恐れが⽣じる場合があるものも含む。 

 4 セクハラに関する相談には、性別役割分担意識に基づく⾔動が原因や背景となってセク 
 ハラが⽣じる恐れがある場合も対象に含まれるものとする。 

 5 パワハラに関する相談は、教育・指導の延⻑として⾏われ、パワハラが⽣じる恐れがあ 
 る場合にも対象に含まれるものとする。 

 6 相談等を受けるときは、相談等を申し出た者と同性の相談員が同席するよう努めるもの 
 とする。 

 第４章 事実関係等の確認 
 （事実関係等の確認） 
 第９条 ハラスメントの相談を受けた後の事実関係等については、内部通報（ヘルプライ 

 ン）規程に基づく。 

 （事実関係確認後の対応） 
 第１０条 事実関係確認後の対応等については、内部通報（ヘルプライン）規程に基づく。 
 2 調査担当部⾨⻑はコンプライアンス担当理事あるいは監事の了解を得て、相談者、⾏為 

 者の和解を促すことができる。 

 第５章 事後対応 
 （事後対応） 
 第１１条 この法⼈は、ハラスメントの内容や状況に応じ、被害者及び加害者の関係改善に 

 向けての援助、被害者と加害者を引き離すための配置転換、及び加害者の謝罪などの措 
 置その他被害者の労働条件及び就業環境を改善するための措置を講ずるものとする。 

 2 この法⼈は、事後対応として被害者からのメンタルヘルス不調に関しての相談がある場 
 合には対応し、代表理事やこの法⼈が指定する医師等と相談の上、適切な措置を講じる 
 ものとする。 

 （不利益取り扱いの禁⽌） 
 第１２条 職員等は、ハラスメントの拒否、苦情の申し出、当該苦情にかかる調査への協⼒ 

 及びその他ハラスメントに対する正当な対応をしたことにより、不利益な取り扱いを受 
 けることはない。 

 （プライバシーの保護） 
 第１３条 ハラスメントに関する相談等を担当する相談員、その他相談に関係する者は、関 

 係者のプライバシーを保護しなければならない。 

 （根拠のない誹謗中傷等への懲戒） 
 第１４条 根拠のない誹謗中傷等を⾏った場合、情報漏えいした場合等の懲戒については、 

 内部通報（ヘルプライン）規程に基づく。 

 （再発防⽌の義務等） 
 第１５条 代表理事は、ハラスメントの事案が⽣じたときは、周知の再徹底及び研修の実 

 施、事案発⽣の原因の分析と再発防⽌等、適切な再発防⽌策を講じなければならない。 

 （規程の改廃） 



 第１６条 この規程は、法律改正、この法⼈の経営状況⼜は社会情勢の変化等により必要と 
 認めたときは、規程の内容を変更することがある。 

 （解釈の疑義） 
 第１７条 この規程の解釈に関して疑義が⽣じた場合の判断は代表理事が⾏う。 

 附則 
 （施⾏） 
 第１８条 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 















 監事監査規程 

 第１章 総則 
 （⽬的） 
 第１条 この規程は、NPO法⼈エデュケーションエーキューブ（以下「この法⼈」とい 

 う。）における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、 
 法令及び定款に定めるもののほかはこの規程による。 

 （基本理念） 
 第２条 監事は、この法⼈の機関として、理事との相互信頼の下に、公正不偏の⽴場で監査 

 を⾏うことにより、この法⼈の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任 
 の遂⾏に寄与するものとする。 

 （職責） 
 第３条 監事は、理事の職務の執⾏⼜は職員の業務の遂⾏を監査する。 

 （理事等の協⼒） 
 第４条 理事及び職員は、監事による法令、定款及びこの規程に定める業務の遂⾏に協⼒す 

 るものとする。 
 2 理事⼜は理事会は、監事の職務のために必要な体制の整備に留意する。 

 第２章 監査の実施 
 （監査の実施） 
 第５条 監事は、次に掲げる監査事項について、調査、閲覧、⽴会、報告の聴取等により監 

 査を⾏うものとする。 
 1)  起案書その他の重要な⽂書 
 2)  重要⼜は特殊な取引、債権の保全⼜は回収及び債務の負担 
 3)  財産の状況 
 4)  財務諸表等 
 5)  その他法令、定款⼜はこの法⼈の規程に定める事項 

 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、⼜はこの法⼈の業務及び 
 財産の状況の調査をすることができる。 

 （会議への出席） 
 第６条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意⾒を述べなければならな 

 い。 
 2 監事は、理事会に出席できなかった場合には、出席した理事から、その審議事項につい 

 て報告を受け、⼜は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。 
 3 監事は、理事会以外に開催される重要な会議に出席し、意⾒を述べることができる。 

 第３章 報告、意⾒陳述等 

 （理事会への報告等） 
 第７条 監事は、理事⼜は職員が不正の⾏為をし、若しくは不正の⾏為をするおそれがある 

 と認めるとき、⼜は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実がある 
 と認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 



 2 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、代表理事（代表理 
 事に事故があるとき⼜は代表理事が⽋けたときは各理事）に対し理事会の招集を請求す 
 ることができる。 

 3 前項の請求をした監事は、当該請求から5⽇以内に、当該請求があった⽇から2週間以内 
 の⽇を理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、理事会を招集する 
 ことができる。 

 4 監事は、理事に対し、業務の執⾏に当たり、この法⼈の業務の適正かつ合理的な運営の 
 ため、業務の運営⼜はこの法⼈の諸制度について、意⾒を述べることができる。 

 （差⽌請求） 
 第８条 監事は、理事がこの法⼈の⽬的の範囲外の⾏為その他法令若しくは定款に違反する 

 ⾏為をし、⼜はこれらの⾏為をするおそれがある場合において、当該⾏為によってこの 
 法⼈に著しい損害が⽣ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その⾏為の差⽌めを 
 請求することができる。 

 （理事等からの報告への対応） 
 第９条 監事は、理事⼜は職員から、理事⼜は職員が不正の⾏為をし、若しくは当該⾏為を 

 するおそれがある、⼜は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実が 
 あるとの報告を受けた場合、調査等の必要な措置を講ずるものとする。 

 （会計⽅針等に関する意⾒） 
 第１０条 監事は、理事が会計⽅針⼜は計算書類及びその附属明細書の記載⽅法を変更する 

 場合には、あらかじめ変更の理由について報告するよう求めることができる。 
 2 監事は、会計⽅針⼜は計算書類及びその附属明細書の記載⽅法について疑義⼜は意⾒が 

 あるときは、理事に意⾒を述べなければならない。 

 第４章 監査報告 
 （財務諸表等の監査） 
 第１１条 監事は、代表理事から財務諸表等及び事業報告を受領し、これらの書類について 

 監査する。 

 （監査報告） 
 第１２条 監事は、⽇常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告 

 を作成する。監事の間で異なる意⾒がある場合には、それぞれの意⾒を監査報告に記載 
 する。 

 2 前項の監査報告には、作成年⽉⽇を付し、監事全員が記名押印をするものとする。 
 3 監事は前2項の規定により作成した監査報告を、代表理事に提出する。 

 第５章 雑則 
 （改廃） 
 第１３条 この規程の改廃は、監事全員の合意により⾏い、理事会に報告する。 

 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇監事決定） 

















 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 
 事務局組織規程 

 （⽬的） 
 第1条 この規程は、NPO法⼈エデュケーションエーキューブ（以下「当法⼈」という。） 
 の事務局の組織について必要な事項を定め、事務局の健全な運営を図ることを⽬的とする。 

 （事務局の組織） 
 第2条 当法⼈の事務を処理するため、事務局を設置する。 
 2 事務局には、次の3部を置く。 

 1)  スタディプレイス事業部 
 2)  プラットフォーム事業部 
 3)  管理部 

 3 各部の分掌は、別紙の「業務の分掌」に定める。 

 （職制） 
 第3条 事務局には、事務局⻑およびリーダーを置く。 

 （事務局⻑） 
 第4条 事務局⻑は代表理事が兼務する。 

 （リーダー） 
 第5条 リーダーは、各部の最⾼管理者として、それぞれの部の所掌事務を処理する。 
 2 リーダーの下には、特に職制を設けない。 

 （参事等の職制） 
 第6条 事務局に必要があると認めるときは、第3条に規程する職制以外に参事、調査役、 
 ⾮常勤の嘱託、臨時雇⽤職員その他職員を置くことができる。 
 2 職員の任免は、代表理事が⾏う。 
 3 事務局職員の職務は、代表理事の承認を経て、事務局⻑が指定する。 

 （職員の職務) 
 第7条 当法⼈の職員の職務は次のとおりとする。 

 1)  事務局⻑は、事務局の事務を統括する。 
 2)  リーダーは、事務局⻑の命を受けて、各部の業務を⾏う。 

 （職員の任免及び職務の指定） 
 第8条 職員の任免は、代表理事が⾏う。 
 2 職員の職務は、代表理事が指定する。 

 （事務の決裁） 
 第9条 事務に関する事項は、原則として担当者が⽂書によって⽴案し、各部のリーダー及 
 び事務局⻑の決裁を受けて施⾏する。 

 （代理決裁） 
 第10条 代表理事が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければな 
 らない決裁⽂書は、決裁権者があらかじめ指定する者が決裁することができる。 



 2 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならな 
 い。 

 （規程外の対応） 
 第11条 本規程以外の事務局に関する事項で、⽂書に関する事項は、別に「⽂書管理規程」 
 に定める。 

 （改廃） 
 第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て⾏う。 

 （補則） 
 第13条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、代表理事が別 
 に定める。 

 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 



 情報公開規程 

 （⽬的） 
 第1条 この規程は、NPO法⼈エデュケーションエーキューブ（以下「当法⼈」という。） 

 が、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定め 
 ることにより、当法⼈の公正で開かれた活動を推進することを⽬的とする。 

 （法⼈の責務） 
 第2条 この規程の解釈及び運⽤に当たっては、⼀般に情報公開することの趣旨を尊重する 

 とともに、個⼈に関する情報がみだりに公開されることのないよう最⼤限の配慮をしな 
 ければならない。 

 （利⽤者の責務） 
 第3条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧⼜は謄写（以下「閲覧等」という。）を 

 した者は、これによって得た情報を、この規程の⽬的に即して適正に使⽤するととも 
 に、個⼈に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。 

 （情報公開の⽅法） 
 第4条 当法⼈は、法令の規定に基づき情報の開⽰を⾏うほか、この規程および個⼈情報等 

 管理規程の定めるところに従い、主たる事務所への備置き⼜はインターネットを利⽤す 
 る⽅法により、情報の公開を⾏うものとする。 

 （公告） 
 第5条 当法⼈は、法令及び定款の規定に従い、貸借対照表について公告を⾏うものとする 
 2 前項の公告については、定款第54条の⽅法によるものとする。 

 （公表） 
 第6条 当法⼈は、法令の規定に従い、理事、監事に対する報酬等の⽀給の基準について公 

 表する。これを変更したときも、同様とする。 
 2 前項の公表については、役員の報酬並びに費⽤に関する規程を次条に定める事務所備置 

 きの⽅法によるものとする。 

 （書類の備置き等） 
 第7条 当法⼈は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。 
 2 当法⼈は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものとす 

 る。ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。 

 （閲覧等の場所及び⽇時） 
 第8条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、管理部⻑の指定す 

 る場所とする。 
 2 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な⽇は、当法⼈の休⽇以外の⽇とし、書類の閲 

 覧等が可能な時間は、当法⼈の業務時間のうち、午前10時から午後4時までとする。ただ 
 し、当法⼈は、正当な理由があるときは、閲覧等の⽇時を指定することができる。 

 （閲覧等に関する事務） 



 第9条 第7条第2項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定める 
 ところにより取扱うものとする。 

 1)  様式1に定める事業報告書等の閲覧請求記録簿に必要事項の記⼊を求める。 
 2)  管理部職員が事業報告書等の閲覧請求記録簿の内容を確認し、事務局記⼊欄に必 

 要事項を記⼊し、申請された書類を閲覧に供する。 
 3)  閲覧については無償とし、コピーの請求があった場合には、コピーの請求を⾏っ 

 た者からコピーにかかる実費を徴収する。 

 （インターネットによる情報公開） 
 第10条 当法⼈は、第7条第2項の規定による閲覧等のほか、広く⼀般の⼈々に対しイン 

 ターネットによる情報公開を⾏うものとする。 
 2. 前項の規定による情報公開の内容、⽅法等の詳細は代表理事が定める。 

 （その他） 
 第11条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により 

 定める。 

 （管理） 
 第12条 当法⼈の情報公開に関する事務の所管部署は、管理部とする。 

 （改廃） 
 第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 

 別表 

 対象書類等の名称  備置期間 

 1. 定款  永久 

 2. 事業計画書、収⽀予算書、資⾦調達書及び設備投資の⾒込みを記載し 
 た書類 

 当該事業年度 
 の終了時まで 

 3. 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書、これらの附属明 
 細書並びに財産⽬録 

 5年間 

 4. 監査報告、会計監査報告、理事及び監事の名簿、理事及び監事の職歴 
 及び賞罰を記載した書類、役員の報酬等並びに費⽤に関する規程並 
 びに運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値 
 のうち重要なものを記した書類 

 5年間 

 5. 社員総会議事録  10年間 

 6. 理事会議事録  10年間 

 7. 会計帳簿  10年間 



事業報告書等の閲覧請求記録簿
NPO法⼈エデュケーションエーキューブ

閲覧請求⽇ 所属 名前 閲覧⽇ 閲覧書類 対応者
（事務局記⼊）

例 2023/05/15 管理事務 ⼭⽥ ⾹織 2023/09/06 事業報告書 浜松
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 賃⾦規程 

 第1章   総則 
 （賃金の構成） 
 第1条     賃⾦の構成は、次のとおりとする。 

 　　　　　　　　基本給 

 　　　　　　　　　　　　　　　通勤手当 

 　　　　　　　　　　　　　　　住宅手当 

 賃金　　　　　 手　当　　   　役職手当 

 　　　　　　　　　　　　　　　 

 　　　　　　　　　　　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　時間外労働割増賃金 

 　　　　　　　　 割増賃金　　 休日労働割増賃金 

 　　　　　　　　　　　　　深夜労働割増賃金 

 第2章   基本給 
 （基本給） 

 第2条   基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定す 

 る。 

 第3章   諸⼿当 
 （通勤・住宅手当） 

 第3条  
 １  　通勤手当は、月額  15,000  円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を 

 支給する。  家から勤務地までの距離が2km未満なら通勤手当は支給しない。 

 ２　住宅手当は、自ら居住する住宅を要するために家賃・住宅ローンを負担しており、通 

 勤手当を受給しない従業員に対し、月額  10,000  円を支給する。 

 ３　  役付⼿当は、以下の職位にある者に対し⽀給する。 
       リーダー職   ⽉額  10,000円 

 マネージャー職  ⽉額  20,000円 
 ４ 昇格によるときは、発令⽇の属する賃⾦⽉から⽀給する。この場合、当該賃⾦⽉にお 

 いてそれまで属していた役付⼿当は⽀給しない。 
 ５ 降格によるときは、発令⽇の属する賃⾦⽉の次の賃⾦⽉から⽀給する。 
   
 （割増賃金） 

 第４条 
    時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給 

 する。 

 (1)  １か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。 

 1  時間外労働４５時間以下・・・  ２５  ％ 

 2  時間外労働４５時間超～６０時間以下・・  ３５  ％ 

 3  時間外労働６０時間超・・・・・  ５０  ％ 
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 ２　割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 

 （1）  月給制の場合 

 1  時間外労働の割増賃金 

 （時間外労働が1か月45時間以下の部分） 

 　　              基本給 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×1.25×時間外労働の時間数 

 　　　１か月の平均所定労働時間数 

 （時間外労働が1か月45時間超～60時間以下の部分） 

 　　              基本給 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×1.35×時間外労働の時間数 

 　　　１か月の平均所定労働時間数 

 （時間外労働が1か月60時間を超える部分） 

 　　              基本給 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×1.50×時間外労働の時間数 

 　　　１か月の平均所定労働時間数 

 （時間外労働が1年360時間を超える部分） 

 　　              基本給 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×1.40×時間外労働の時間数 

 　　　１か月の平均所定労働時間数 

 （2）  1ヶ月変形労働性の場合 

 １　時間外労働の割増賃金 

 （時間外労働が1か月45時間以下の部分） 

 　　              基本給 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×1.25×時間外労働の時間数 

 　　　　　　　　　174時間 

 第4章   休暇・⽋勤等 
 （休暇等の賃金） 

 第５条 
 １　年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払 

 う。 

 ２　産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護 

 休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための 

 休暇の期間は、  無給  とする。 

 ３　就業規則第９条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない  年次有給休暇の 
 期間は、所定労働時間労働したときに⽀払われる通常の賃⾦を⽀払う。 

 （欠勤等の扱い） 
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 第６条 
 １　欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を 

 控除する。 

 ２　前項の場合、控除すべき賃金の１時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。 

 （１）月給の場合 

 　　　基本給÷１か月平均所定労働時間数 

 　　　（１か月平均所定労働時間数は第３６条第３項の算式により計算する。） 

 （２）日給の場合 

 　　　基本給÷１日の所定労働時間数 

 第5章   賃⾦の⽀払 
 （賃⾦の計算期間及び⽀払⽇） 
 第７条 
 １     賃⾦は、毎⽉  末  ⽇に締め切って計算し、翌⽉  ２５  ⽇に⽀払う。ただし、⽀払⽇が休⽇ 

 に当たる場合は、その前⽇に繰り上げて⽀払う。 
 ２ 前項の計算期間の中途で採⽤された従業員⼜は退職した従業員については、⽉額の賃 

 ⾦は当該計算期間の所定労働⽇数を基準に⽇割計算して⽀払う。 

 （賃⾦の⽀払と控除） 
 第８条 
 １ 賃⾦は、従業員に対し、通貨で直接その全額を⽀払う。 
 ２ 前項について、従業員が同意した場合は、従業員本⼈の指定する⾦融機関の預貯⾦⼝ 

 座⼜は証券総合⼝座へ振込により賃⾦を⽀払う。 
 ３ 次に掲げるものは、賃⾦から控除する。 

 1  源泉所得税 
 2  住⺠税 

 健康保険、厚⽣年⾦保険及び雇⽤保険の保険料の被保険者負担分 

 （賃⾦の⾮常時払い） 
 第９条 
 １     賃⾦は、従業員に対し、通貨で直接その全額を⽀払う。 
 ２ 前項について、従業員が同意した場合は、従業員本⼈の指定する⾦融機関の預貯⾦⼝ 

 座⼜は証券総合⼝座へ振込により賃⾦を⽀払う。 
 ３ 次に掲げるものは、賃⾦から控除する。 

 3  源泉所得税 
 4  住⺠税 
 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分  結婚⼜は死亡の場合 
 1  出産、疾病⼜は災害の場合 
 2  退職⼜は解雇により離職した場合 

 第6章   昇給・賞与 
 （昇給及び降給  ） 
 第１０条 
 １ 本⼈の技能、法⼈の経営状態等により、昇給または降給を⾏うことがある。 
 ２ 昇給または降給は基本給について⾏うものとする。 

 （賞与） 
 第１１条  
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 １ 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した従業員に対し、法⼈の業績等を 
 勘案して下記の⽀給⽇に⽀給する。ただし、法⼈の業績の著しい低下その他やむを得ない 
 事由により、⽀給時期を延期し、⼜は⽀給しないことがある。 

 算定対象期間  支給日 

 　１  月  １  日から  １２  月３１日まで  　　１２  月２５日 

 ２ 前項の賞与の額は、法⼈の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各⼈ごとに決定 
 する。 
 ３ 前項の賞与の⽀給対象者は賞与⽀給⽇に在籍した者とする。 
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 内部通報（ヘルプライン）規程 

 （⽬的） 
 第1条 この規程は、NPO法⼈エデュケーションエーキューブ（以下「この法⼈」とい 

 う。）における、不正⾏為による不祥事の防⽌及び早期発⾒、⾃浄作⽤の向上、⾵評リ 
 スクの管理、及びこの法⼈に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度（「ヘルプ 
 ライン」と称する。）を設けるとともに、その運営の⽅法等、必要な事項を定めること 
 を⽬的とする。 

 （対象者） 
 第2条 この規程は、この法⼈の役員及び職員・臨時雇・契約社員・派遣従業員を含むすべ 

 ての従業員（以下「役職員｣という。）に対して適⽤する。 

 （通報等） 
 第3条 この法⼈⼜は役職員の不正⾏為として別表に掲げる事項（以下、「申告事項」とい 

 う。）が⽣じ、⼜は⽣じるおそれがある場合、役職員（この法⼈が⾏う事業に直接的⼜ 
 は間接的に関係する者を含む。）は、この規程の定めるところにより、通報、申告⼜は 
 相談（以下「通報等」という。）をすることができる。 

 2 通報等を⾏った者（以下「通報者」という。）、通報者に協⼒した役職員及び当該通報 
 等に基づく調査に積極的に関与した役職員（以下、「通報者等」という。）は、この規 
 程による保護の対象となる。 

 3 申告事項が⽣じ、⼜は⽣じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、 
 通報等を積極的に⾏うよう努めるものとする。 

 （通報等の⽅法） 
 第4条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓⼝（以下「ヘルプライン窓⼝」という。） 

 に対して、電話、電⼦メール⼜は直接⾯談する⽅法等により通報等を⾏うことができ 
 る。各ヘルプライン窓⼝の電話番号、電⼦メールのアドレス等は、別途役職員に通知す 
 る。 

 1)  コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス担当理事（以下「コンプラ 
 イアンス担当理事」という。） 

 2)  監事 
 3)  外部機関 

 2 契約⼜は就業規則その他の規程に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定め   
  に従って⾏われる通報等を妨げるものではない。 

 （ヘルプライン窓⼝での対応） 
 第5条 ヘルプライン窓⼝は、申告事項について受け付け、第7条の規定に従い、その対応 

 を⾏うものとする。 
 2 通報等を受けたヘルプライン窓⼝の担当者は、通報者に対して、通報等を受けた⽇から 

 20⽇以内に、通報等を受けた事項につき調査を⾏う旨の通知⼜は調査を⾏わないことに 
 正当な理由がある場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を⾏わない旨の通知を⾏ 
 うものとする。ただし、通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等で 
 あるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限 
 りでない。 



 （公正公平な調査） 
 第6条 通報等を受けた各ヘルプライン窓⼝の担当者は、通報等の内容（通報者の⽒名その 

 他それにより通報者を特定することが可能となる情報（以下「通報者特定情報」とい 
 う。）を除く。）を、直ちにコンプライアンス担当理事（ただし、当該通報等が理事の 
 不正⾏為に係るものである場合には監事）に報告する。 

 2 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査（以下「通報等調査」とい 
 う。）は、事務局において実施することを原則とする。ただし、事務局が関係する内容 
 の通報等が対象である場合その他事務局において通報等調査を実施することが適切でな 
 い場合には、コンプライアンス担当理事⼜は監事の指⽰により、他の部署⼜は担当者に 
 通報等調査をさせ、⼜は法律事務所等、外部の調査機関に通報等調査を依頼することが 
 できる。 

 3 通報等調査は、公正かつ公平に⾏うものとする。 
 4 役職員は、特段の事情がある場合を除き、通報等調査に対して積極的に協⼒するものと 

 する。 
 5 通報等を受けた各ヘルプライン窓⼝の担当者は、通報者との間で、通報者特定情報につ 

 き、通報等調査の担当者を含むこの法⼈の役職員に開⽰することができる内容及びその 
 範囲について合意し、調査の必要性及び状況の変化等に応じ、通報者との間で協議を⾏ 
 い、かかる合意の内容を⾒直すものとする。役職員は、第1項及び第2項にかかわらず、 
 かかる通報者との合意に反する開⽰を⾏うことはできないものとする。ただし、匿名に 
 よる通報等であるため通報者との協議が困難である場合その他やむを得ない理由がある 
 場合はこの限りでない。 

 （調査結果の通知等） 
 第7条 通報等調査を担当した部署（以下「調査担当部署」という。）は、通報等調査につ 

 いて結果に⾄った場合には、速やかに、当該結果を、通報等を受け付けたヘルプライン 
 窓⼝、コンプライアンス担当理事及び代表理事に対して通知するものとする。ただし、 
 通報等の対象となった者の個⼈情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならな 
 いよう、⼗分注意するものとする。 

 2 ヘルプライン窓⼝は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を 
 通知する。ただし、通報者に対して通知を⾏うことが困難な場合はこの限りではない。 
 また、通報等の対象となった者の個⼈情報の取扱いについては、プライバシーの侵害と 
 ならないよう、⼗分注意するものとする。 

 （調査結果に基づく対応） 
 第8条 コンプライアンス担当理事⼜は通報等の対象となった業務の執⾏を担当する理事 

 は、通報等に基づく調査の結果、不正⾏為が存在するとの報告を受けた場合、直ちにコ 
 ンプライアンス委員会に報告するとともに、事実関係の調査を⾏い、⼜は当該不正⾏為 
 を中⽌するよう命令し、必要に応じて懲戒処分、刑事告発⼜は再発防⽌措置等の対応を 
 ⾏う等、速やかに必要な措置を講じる。 

 2 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱い 
 において、通報等、通報者への協⼒及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたこ 
 とを斟酌することができる。 

 3 コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要（ただ 
 し、通報者等の⽒名を除く。）を、速やかに理事会において報告するとともに、遅滞な 
 くこれを公表するものとする。 

 （情報の記録と管理） 



 第9条 通報等を受けた各ヘルプライン窓⼝及び調査担当部署は、通報者等の⽒名（匿名の 
 場合を除く。）、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管 
 するものとする。ただし、通報者に関する情報が、第6条第5項の規定に基づき許容され 
 る範囲を超えて開⽰されることがないよう留意するものとする。 

 2 通報等を受けた各ヘルプライン窓⼝、調査担当部署⼜はコンプライアンス委員会に関与 
 する者その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなけれ 
 ばならず、第6条第2項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開⽰する場合には、 
 当該開⽰を受けた者が第三者に当該情報を開⽰し、⼜は漏洩することを防⽌する措置を 
 講じるものとする。 

 3 役職員は、各ヘルプライン窓⼝⼜は調査担当部署に対して、通報者特定情報の開⽰を求 
 めてはならない。 

 （不利益処分等の禁⽌） 
 第10条 この法⼈の役職員は、通報者等が通報等を⾏ったこと、通報者に協⼒したこと⼜ 

 は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、 
 差別的処遇等の報復⾏為、⼈事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益 
 な処分⼜は措置を⾏ってはならない。 

 （懲戒等） 
 第11条 個⼈に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を⾏った場合、第9条第2項 

 に規定する者が通報者等の⽒名その他通報等に係る情報を開⽰し、若しくは漏洩した場 
 合、役職員が通報者等の⽒名等通報者等に関する情報の開⽰を求めた場合⼜は前条の規 
 定に違反した場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。 

 2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員（監事を除く。以下本条において同じ。） 
 の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停⽌、降 
 職・降格、諭旨退職⼜は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、⾃主的に報酬を減額す 
 ることを妨げない。 

 3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決 
 定を受けて代表理事がこれを⾏う。 

 （内部通報制度に関する教育） 
 第12条 この法⼈は、役職員に対して、公益通報者保護制度を含む内部通報制度に関する 

 研修を定期的に⾏い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。 

 （改廃） 
 第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 

 （別表） 
 この規程において、不正⾏為として申告できる事項は、次の事項とする。 

 1.  法令⼜は定款に違反する⾏為 
 2.  役職員⼜は取引先その他の利害関係者の安全⼜は健康に対して危険を及ぼすおそれ 

 のある⾏為 
 3.  就業規則その他のこの法⼈の内部規程に違反する⾏為（ただし、⼈事上の処遇に関 

 する不満を除く。） 



 4.  この法⼈の名誉⼜は社会的信⽤を侵害し、⼜は低下させるおそれのある⾏為 
 5.  その他この法⼈、役職員⼜は取引先その他の利害関係者に重⼤な損害を⽣じるおそ 

 れのある⾏為 

 以上 



 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 
 ⽂書管理規程 

 （⽬的） 
 第1条 この規程は、事務局規程第8条の規定に基づき、NPO法⼈エデュケーションエー 

 キューブ（以下「当法⼈」という。）における⽂書の取扱いについて定め、事務を正確 
 かつ効率的に処理することを⽬的とする。 

 （定義） 
 第2条 この規程において、法⼈⽂書とは、官報、⽩書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多 

 数の者に頒布⼜は販売することを⽬的として発⾏されるものを除く、当法⼈の役員、理 
 事⼜は職員が業務上取扱う⽂書、図⾯⼜は電磁的記録（電⼦的⽅式、磁気的⽅式、その 
 他⼈の知覚によっては認識することができない⽅式で作られた記録を含む。）であっ 
 て、当法⼈が保有しているものをいう。 

 （事務処理の原則） 
 第3条 当法⼈の事務は、軽微なものを除き、⽂書により処理するものとする。 
 2 前項の規定に基づき⽂書によらないことができる場合を除き、⽂書によらないで事務を 

 処理したときは、遅滞なく当該事務の内容に応じて適切な内容の⽂書を作成及び保管 
 し、事後に⽀障を来さないようにしなければならない。 

 （取扱いの原則） 
 第4条 法⼈⽂書の取扱いは、責任の所在を明らかにして正確かつ迅速に⾏うとともに、取 

 扱いに係る法⼈⽂書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。 

 （総括⽂書管理者） 
 第5条 当法⼈に総括⽂書管理者1名を置く。 
 2 総括⽂書管理者は、管理部リーダーが任命するものとする。 
 3 総括⽂書管理者は、法⼈⽂書の管理に関する事務の総括を⾏う。 

 （⽂書管理担当者） 
 第6条 当法⼈の管理部に⽂書管理担当者を置く。 
 2 ⽂書管理担当者は、代表理事が任免する。 
 3 ⽂書管理担当者は、法⼈⽂書の受付、配布、回付、整理及び保存に関する事務を⾏う。 

 （決裁⼿続き） 
 第7条 ⽂書の起案は、事務局組織規程に定める各部において⾏うものとする。 
 2 前項の規定により起案した⽂書（以下「起案⽂書」という。）は、事務局組織規程に定 

 める決裁権者の決裁を受けるものとする。 
 3 前項の規定により決裁を受けた起案⽂書については、管理部において作成する「伺書台 

 帳」に編綴して保管する。伺書台帳には、編綴に係る起案⽂書のタイトル、担当部署、 
 申請⽉⽇及び決裁⽉⽇を記載する。 

 （受信⽂書） 
 第8条 当法⼈が受信した⽂書（以下「受信⽂書」という。ただし、関連する事案が軽微な 

 ものは除く。）は、⽂書管理担当者において受け付けるものとし、⽂書管理担当者以外 



 の者が受信⽂書を受け取ったときは、速やかに⽂書管理担当者に回付しなければならな 
 い。 

 2 ⽂書管理担当者は、受信⽂書に受付印を押印する。ただし、公⽂書の原本等、押印する 
 ことが適当でないものについては、適宜、受付印を押印した書類を添付する等の⽅法に 
 より対応する。 

 3 前項の規定により受付印を押印した受信⽂書については、年度ごとに⼀連番号を付して 
 ⽂書受信簿（別紙様式3）に登録する。 

 4 受信⽂書の番号は、毎年4⽉に起き、翌年3⽉31⽇に⽌める。 

 （外部発信⽂書） 
 第9条 当法⼈が外部に発信する⽂書（以下「発信⽂書」という。ただし、関連する事案が 

 軽微なものは除く。）は、理事の職務権限規程別表の区分により、これに定める決裁権 
 者の決裁を受けて発信する。 

 2 発信⽂書については、原則として⽂書発信番号及び発信⽇付を記載し⽂書発信簿（別紙 
 様式4）に登録する。 

 3 前項の規定により発信⽂書に記載する⽂書発信番号は、「エデュ」の三字及び年度ごと 
 の⼀連番号とする。 

 （整理及び保管） 
 第10条 法⼈⽂書の整理及び保管は、この規程に別途定める場合を除き、原則として当該 

 法⼈⽂書に係る業務を⾏う部署において⾏う。 

 （保存期間） 
 第11条 法⼈⽂書の保存期間は、別表の⽂書保存期間基準表による。ただし、関係法規によ 

 り保存期間が定められているものは、当該法規の規定に従う。 
 2 前項の保存期間は、当該法⼈⽂書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起算す 

 る。 

 （廃棄） 
 第12条 保存期間を経過した法⼈⽂書は廃棄する。ただし、代表理事が引続き保存する必 

 要があると認めたものはこの限りではない。 

 （改廃） 
 第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 



 NPO法⼈エデュケーションエーキューブ 
 役員の報酬等並びに費⽤に関する規程 

 （⽬的） 
 第1条 この規程は、NPO法⼈エデュケーションエーキューブ（以下「当法⼈」という。） 

 の定款第19条の規定に基づき、当法⼈の役員（第2条第1号で定義される。）の報酬等並 
 びに費⽤に関し必要な事項を定めることを⽬的とする。 

 （定義等） 
 第2条 この規程において、次の各号に掲げる⽤語の定義は、当該各号に定めるところによ 

 る。 
 1)  役員とは、理事及び監事をいう。 
 2)  常勤の理事とは、理事のうち、当法⼈を主たる勤務場所とする者をいう。常勤でない理 

 事とは、それ以外の理事をいう。 
 3)  常勤の監事とは、監事のうち、当法⼈を主たる勤務場所とする者をいう。常勤でない監 

 事とは、それ以外の監事をいう。 
 4)  報酬等とは、その名称の如何を問わず、特定⾮営利活動促進法第29条で定める報酬、賞 

 与その他の職務遂⾏の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問 
 わず、また、費⽤とは明確に区別されるものとする。 

 5)  費⽤とは、職務の遂⾏に伴い発⽣する交通費、旅費（宿泊費を含む）等の経費をいい、 
 報酬等とは明確に区別されるものとする。 

 （報酬等の額） 
 第3条 常勤の理事に対する報酬等の額は、各事業年度に⽀給する報酬等の総額が1名当た 

 り1,000万円を超えない範囲で、理事会において定める。 
 2 常勤の監事に対する報酬等の額は、各事業年度に⽀給する報酬等の総額が1名当たり120 

 万円を超えない範囲で、監事の協議によって定める。 
 3 代表理事及び業務執⾏理事を除く理事、監事に対して、講師謝⾦等及び執筆謝⾦等を⽀ 

 給する場合には、別表の基準に基づき⽀給する。 

 （賞与、退職慰労⾦等） 
 第4条 当法⼈は、役員に対し、第3条に規定する報酬等以外に、賞与、退職慰労⾦その他 

 の報酬等の⽀給は⾏わない。 

 （報酬等の⽀払⽅法） 
 第5条 常勤の役員に対する報酬等は、各事業年度に⽀給する報酬等の総額を12で除した⾦ 

 額（ただし、計算の結果、1,000円未満の⾦額が⽣ずる場合は、これを切り捨てる。）を 
 毎⽉25⽇に、本⼈が指定する本⼈名義の銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払うものとする。 

 （費⽤） 
 第6条 役員が負担した費⽤については、これの請求があった⽇から遅滞なく⽀払うものと 

 する。 

 （改定） 
 第7条 この規程の改定は、理事会の決議により⾏うものとする。 

 （補則） 



 第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定める 
 ものとする。 

 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 



 理事の職務権限規程 

 第1条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執⾏す 
 る。 

 第2条 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法⼈を代表し、その業務 
 を執⾏する。 

 第3条 副代表理事は、代表理事を補佐し、当法⼈の業務を執⾏する。また、代表理事に事 
 故があるとき⼜は⽋けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序で、その職務（当 
 法⼈を代表して⾏うものを除く。）を代⾏する。 

 第4条 代表理事及び副代表理事は、毎事業年度に3か⽉を超える間隔で4回以上、⾃⼰の職 
 務の執⾏の状況を理事会に報告する。 

 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 



 倫理規程 

 ＜前 ⽂＞ 
  NPO法⼈エデュケーションエーキューブ（以下「この法⼈」という。）は、その設⽴の 
 趣意に基づき、⼦どもたちに対する⽀援活動を通じて、社会的課題の解決を図ることを⽬的 
 としている。 
  このような認識のもと、この法⼈は、厳正な倫理に則り、公正かつ適正な事業活動を⾏う 
 ための⾃主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、それを遵守するものとした。この法⼈ 
 のすべての役職員は、その社会的使命と役割を⾃覚し、この規程の理念が具体的⾏動と意思 
 決定に活かされるよう不断の努⼒と⾃⼰規律に努めなければならない。 

 ＜本 ⽂＞ 
 （組織の使命及び社会的責任） 
 第1条 この法⼈は、その設⽴⽬的に従い、社会の諸課題の解決とそのための⾃律的かつ持 

 続的な仕組みの構築をめざす重⼤な責務を負っていることを⼗分認識して、事業運営に 
 当たらなければならない。 

 （社会的信⽤の維持） 
 第2条 この法⼈は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信⽤の維持・向上に努 

 めなければならない。 

 （基本的⼈権の尊重） 
 第3条 この法⼈は、すべての⼈の基本的⼈権を尊重し、差別や個⼈の尊厳を傷つける⾏為 

 はしてはならない。 

 （法令等の遵守） 
 第4条 この法⼈は、関連法令、定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格に遵守し、社 

 会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。 
 2.  役職員は、法令により、刑法その他の罰則の適⽤について、公務に従事する職員とみな 

 されるほどに重⼤な責務を負っている⽴場であることを⼗分認識して、⾏動しなければ 
 ならない。 

 3.  役職員は、宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴⼒団等に資⾦が活⽤されることの 
 ないように、細⼼の注意を払わなければならない。 

 4.  この法⼈は、反社会的勢⼒との取引は⼀切⾏ってはならない。 
 5.  役職員は、不正若しくは不適切な⾏為⼜はそのおそれがある⾏為を認めた場合には、躊 

 躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。 

 （私的利益追求の禁⽌） 
 第5条 役職員は、その職務や地位を⾃⼰⼜は第三者の私的な利益の追求のために利⽤する 

 ことがあってはならない。 

 （利益相反等の防⽌及び開⽰） 
 第6条 この法⼈は、利益相反を防⽌するとともに、役員の職歴及び賞罰について⾃⼰申告 

 をさせるとともに、情報公開規程に基づき公開しなければならない。 
 2.  この法⼈は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理 

 事を除いて⾏わなければならない。 



 3.  この法⼈は、利益相反防⽌のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事 
 項」について⾃⼰申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなけれ 
 ばならない。 

 （特別の利益を与える⾏為の禁⽌） 
 第7条 役職員は、特定の個⼈⼜は団体の利益のみの増⼤を図る活動を⾏う者に対し、寄付 

 その他の特別の利益を与える⾏為を⾏ってはならない。 

 （助成⾦公募への利害関係者の応募禁⽌） 
 第8条 当法⼈の理事、監事、評議員その他これらの者に準ずる当法⼈との利害関係者は、 

 当法⼈が公募する助成⾦への応募を禁⽌する。当法⼈を離れ 3 年を経過しない者も同様 
 とする。 

 （利益相反の防⽌及び開⽰） 
 第 9 条 当法⼈の役職員は、職務の執⾏に際し、この法⼈との利益相反が⽣じる可能性が 

 ある場は、直ちにその事実の開⽰その他当法⼈が定める所定の⼿続きに従わなければな 
 らない。当法⼈の役職員は以下のことに留意して⾏動しなければならない。 
 1)  ⽀援先の選定にあたっては、公正、公平を旨とし、⾃ら関与している組織の調査・ 

 選考には加わらない。 
 2)  役員と職員、または職員同⼠が談合して、当法⼈の運営を私的に利⽤する⾏為また 

 はそのような誤解を⽣じさせるような⾏為を避ける。 

 （情報開⽰及び説明責任） 
 第10条 この法⼈は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営 

 内容、財務資料等を積極的に開⽰し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならな 
 い。 

 （個⼈情報の保護） 
 第11条 この法⼈は、業務上知り得た個⼈的な情報の保護に万全を期すとともに、個⼈の権 

 利の尊重にも⼗分配慮しなければならない。 

 （連携） 
 第12条 この法⼈は、社会的課題の解決を⽬指す団体その他関係者が、社会の諸課題の解 

 決とそのための⾃律的かつ持続的な仕組みの構築をともにめざす対等なパートナーであ 
 るとの認識の下で連携に努めなければならない。 

 （研鑽） 
 第13条 この法⼈の役職員は、社会的課題や活動の促進に関する情報収集及びその分析を 

 ⾏い、絶えず⾃⼰研鑽に努めなければならない。また、活動の促進による社会の変⾰に 
 向けてチャレンジ精神を持って業務に当たらなければならない。 

 （規程遵守の確保） 
 第14条 この法⼈は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程 

 の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。 

 （改廃） 
 第15条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 



 附則 
 この規程は、令和6年7⽉1⽇から施⾏する。（令和6年6⽉30⽇理事会決議） 







１　事業の成果

　　（１）特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従事者の

人数

受益対象者の範囲及

び人数

事業費の金額

（千円）

①　経済的な困難を抱える

家庭向けの学習支援事業
スタディプレイス事業 通年

福岡市（西

区・東区）、

大野城市

10名
小中高学生91名（内、

奨学制度利用者29名）
26,361

②　こどもの貧困や教育に

関する講演・イベント・セミ

ナーの企画・運営事業

実施しなかった 通年 全国 １名 学生・教員・保護者 0

③　こどもの貧困や教育に

関する調査・研究・情報提

供事業

実施しなかった

④その他目的を達成するた

めに必要な事業
実施しなかった

　本年度は実施しなかった。

　　（２）その他の事業

　　　　　　　　ＮＰＯ法人　エデュケーションエーキューブ

令和２年度　事業報告書

令和２年７月１日から令和３年６月３０日

当法人は、「Anyone can be anything !」－誰もが努力すれば何にでもなれる社会を目指して－をミッションとし、経済格差に

起因する教育や体験機会の格差や貧困の連鎖という社会課題の是正を目的に活動しています。教育分野でICTを活用する

ことで、経済的に厳しい環境にいる子ども達も利用可能な多機能型学習拠点「スタディプレイス」を展開しています。「スタディ

プレイス」では、フリースクール・通信制高校・学習塾・アフタースクールとして、既存の教育システムに合わない貧困・不登

校・発達障害等、社会的マイノリティの小学生から高校生までの子ども達が社会で自立していくために必要となる多様な学び

の機会を提供しています。経済的困窮世帯を支援するため、ひとり親世帯や生活保護世帯の子ども達を対象に、寄付を原

資として授業料の50〜70％を免除する独自の奨学制度を提供しています。第８期（令和２年度）は、「スタディプレイス事業」

を中心とした事業を展開しました。

①経済的な困難を抱える家庭向けの学習支援事業

スタディプレイス事業は、福岡市西区の伊都校・野方校・箱崎校に加えて、令和２年１０月に大野城市に春日原校を開校しま

した。第８期も、引き続き、小学生を対象としたSTEM教育や探求型学習など、多様な学びの機会の提供に取り組みました。

新型コロナウィルスの影響による休校期間もオンラインで活動を継続しました。ひとり親世帯、生活保護世帯など生活困窮世

帯に対しては、寄付を原資として授業料の50～70％を補助する奨学制度を提供しました。

②　こどもの貧困や教育に関する講演・イベント・セミナーの企画・運営事業

貧困がもたらす教育格差に関する社会課題や当法人の活動に関する啓蒙のため、大学での講演やテレビ・新聞などメディ

アを通じたアドボカシー活動を実施しました。社会課題解決を目指すボーダレスジャパンと共同で教育に関するオンラインセ

ミナーを実施しました。

２　事業の実施に関する事項



１　事業の成果

　　（１）特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従事者の

人数

受益対象者の範囲及

び人数

事業費の金額

（千円）

①　経済的な困難を抱える

家庭向けの学習支援事業
スタディプレイス事業 通年 福岡県 13名

小中高学生72名（内、

奨学制度利用者21名）
14,306,870

②　こどもの貧困や教育に

関する講演・イベント・セミ

ナーの企画・運営事業

実施しなかった 通年 全国 １名 学生・教員・保護者 0

③　こどもの貧困や教育に

関する調査・研究・情報提

供事業

実施しなかった

④その他目的を達成するた

めに必要な事業
実施しなかった

　本年度は実施しなかった。

　　（２）その他の事業

　　　　　　　　ＮＰＯ法人　エデュケーションエーキューブ

令和３年度　事業報告書

令和３年７月１日から令和４年６月３０日

当法人は、「Anyone can be anything !」－誰もが努力すれば何にでもなれる社会を目指して－をミッションとし、経済格差に

起因する教育や体験機会の格差や貧困の連鎖という社会課題の是正を目的に活動しています。教育分野でICTを活用する

ことで、経済的に厳しい環境にいる子ども達も利用可能な多機能型学習拠点「スタディプレイス」を展開しています。「スタディ

プレイス」では、フリースクール・通信制高校・学習塾・アフタースクールとして、既存の教育システムに合わない貧困・不登

校・発達障害等、社会的マイノリティの小学生から高校生までの子ども達が社会で自立していくために必要となる多様な学び

の機会を提供しています。経済的困窮世帯を支援するため、ひとり親世帯や生活保護世帯の子ども達を対象に、寄付を原

資として授業料の50〜70％を免除する独自の奨学制度を提供しています。第９期（令和３年度）は、「スタディプレイス事業」

を中心とした事業を展開しました。

①経済的な困難を抱える家庭向けの学習支援事業

スタディプレイス事業は、福岡市西区の野方校・箱崎校・春日原校の３校を運営しています。第９期は、オンラインで、家庭か

ら参加することを可能とするオンラインコースを新設しました。学習カリキュラムは、プラグラミング教育や探求型学習など、

子ども達が将来社会で必要となるような多様な学びの機会の提供に取り組みました。新型コロナウィルスの感染拡大期に

は、オンラインで活動を継続しました。全ての子ども達が公正な教育を受けることができるようにするため、ひとり親世帯、生

活保護世帯など生活困窮世帯に対しては、寄付を原資として授業料の50～70％を補助する奨学制度を提供しました。

②　こどもの貧困や教育に関する講演・イベント・セミナーの企画・運営事業

貧困がもたらす教育格差に関する社会課題や当法人の活動に関する啓蒙のため、大学での講演やテレビ・新聞などメディ

アを通じたアドボカシー活動を実施しました。

２　事業の実施に関する事項



１　事業の成果

　　（１）特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従事者の

人数
受益対象者の範囲及び人数

事業費の金額

（千円）

①　経済的な困難を抱える家庭

向けの学習支援事業
スタディプレイス事業 通年 福岡県 19名

小中高学生89名（内、奨学

制度利用者29名）
15,925

②　こどもの貧困や教育に関す

る講演・イベント・セミナーの企

画・運営事業

実施しなかった 通年 全国 １名 学生・教員・保護者 30

③　こどもの貧困や教育に関す

る調査・研究・情報提供事業
実施しなかった

④その他目的を達成するため

に必要な事業
実施しなかった

　本年度は実施しなかった。

２　事業の実施に関する事項

　　（２）その他の事業

令和４年度　事業報告書

令和４年７月１日から令和５年６月３０日

　　　　　　　　ＮＰＯ法人　エデュケーションエーキューブ

当法人は、「子ども達が自分らしく幸せに生きていける社会に」をミッションとし、経済格差に起因する教育や体験機会の格差や貧困の連

鎖という社会課題の是正を目的に活動しています。教育分野でICTを活用することで、経済的に厳しい環境にいる子ども達も利用可能な

オルタナティブスクール「スタディプレイス」を展開しています。「スタディプレイス」では、既存の教育システムに合わない貧困・不登校・

発達障害等、社会的マイノリティの小学生から高校生までの子ども達が社会で自立していくために必要となる多様な学びの機会を提供

しています。経済的困窮世帯を支援するため、ひとり親世帯や生活保護世帯の子ども達を対象に、寄付を原資として授業料の50〜70％

を免除する独自の奨学制度を提供しています。第１０期（令和４年度）は、「スタディプレイス事業」を中心とした事業を展開しました。

①経済的な困難を抱える家庭向けの学習支援事業

スタディプレイス事業は、福岡市西区の野方校・箱崎校・春日原校の３校の直営校運営に加え、オンラインで、家庭から参加することを

可能とするオンラインコースを運営しています。また１０期から行橋市にあるNPO法人風の里が運営するフリースクール風の里の運営を

支援しています。学習カリキュラムは、子ども達が自分らしく、幸せに生きていくために必要な知識／スキル／マインドセット（考え方）を

身につけるオルタナティブスクールを目指しています。全ての子ども達が公正な教育を受けることができるようにするため、ひとり親世

帯、生活保護世帯など生活困窮世帯に対しては、寄付を原資として授業料の50～70％を補助する奨学制度を提供しました。

②　こどもの貧困や教育に関する講演・イベント・セミナーの企画・運営事業

貧困がもたらす教育格差に関する社会課題や当法人の活動に関する啓蒙のため、大学での講演やテレビ・新聞などメディアを

通じたアドボカシー活動を実施しました。



福岡市西区西都2丁目1番31-1303

決　算　報　告　書

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

第  8期

自 2020年 7月 1日

至 2021年 6月30日



特定非営利活動に

係る事業
その他の事業 合計

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 100,000 100,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 5,733,313 5,733,313 

  【受取助成金等】

    受取助成金 9,520,196 9,520,196 

    受取補助金 1,500,000 1,500,000 

  【事業収益】

    スタディプレイス事業収益 12,557,100 12,557,100 

  【その他収益】

    受取　利息 141 141 

    雑　収　益 876,273 876,273 

        経常収益  計 30,287,023 0 30,287,023 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      役員　報酬（事業） 5,184,000 5,184,000 

      給料　手当(事業) 7,615,898 7,615,898 

      臨時雇賃金(事業) 2,501,961 2,501,961 

      法定福利費(事業) 1,563,724 1,563,724 

        人件費計 16,865,583 0 16,865,583 

    （その他経費）

      教材費 508,460 508,460 

      業務委託費(事業) 1,386,305 1,386,305 

      広告宣伝費（事業） 654,790 654,790 

      会　議　費(事業) 267,409 267,409 

      旅費交通費(事業) 881,259 881,259 

      車　両　費(事業) 120,509 120,509 

      通信運搬費(事業) 383,577 383,577 

      消耗品　費(事業) 1,106,165 1,106,165 

      水道光熱費(事業) 208,434 208,434 

      賃  借  料(事業) 3,447,800 3,447,800 

      減価償却費(事業) 1,494,181 1,494,181 

      保　険　料(事業) 52,839 52,839 

      諸　会　費(事業) 6,000 6,000 

      租税　公課(事業) 524,813 524,813 

      研　修　費 38,000 38,000 

      支払手数料(事業) 597,938 597,938 

      接待交際費（事業） 43,131 43,131 

      新聞図書費（事業） 113,079 113,079 

      支払　利息(事業) 110,787 110,787 

      雑損失（事業） 41,900 41,900 

        その他経費計 11,987,376 0 11,987,376 

          事業費  計 28,852,959 0 28,852,959 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ 自 2020年 7月 1日  至 2021年 6月30日



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ 自 2020年 7月 1日  至 2021年 6月30日

  【管理費】

    （人件費）

      役員　報酬 576,000 576,000 

      臨時雇賃金 22,500 22,500 

      法定福利費 85,855 85,855 

        人件費計 684,355 0 684,355 

    （その他経費）

      業務委託費 382,470 382,470 

      通信運搬費 18,620 18,620 

      消耗品　費 1,144 1,144 

      租税　公課 15,037 15,037 

      支払手数料 5,775 5,775 

        その他経費計 423,046 0 423,046 

          管理費  計 1,107,401 0 1,107,401 

            経常費用  計 29,960,360 0 29,960,360 

              当期経常増減額 326,663 0 326,663 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 0 0 

【経常外費用】

  固定資産売却損 76,666 76,666 

    経常外費用  計 76,666 0 76,666 

        税引前当期正味財産増減額 249,997 0 249,997 

        法人税、住民税及び事業税 158,521 158,521 

          当期正味財産増減額 91,476 0 91,476 

          前期繰越正味財産額 4,504,189 0 4,504,189 

          次期繰越正味財産額 4,595,665 0 4,595,665 



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金 1,088,836 

   小口　現金 27,295   前　受　金 1,855,974 

   普通　預金 14,323,794   預　り　金 504,860 

    現金・預金 計 14,351,089   未払法人税等 158,500 

  （売上債権）   未払消費税 538,800 

   売　掛　金 1,551,200    流動負債  計 4,146,970 

   未　収　金 178,060  【固定負債】

    売上債権 計 1,729,260   長期借入金 14,844,000 

  （その他流動資産）    固定負債  計 14,844,000 

   前払　費用 440,243 負債合計 18,990,970 

   立　替　金 202,371 

    その他流動資産  計 642,614  【正味財産】

     流動資産合計 16,722,963   前期繰越正味財産額 4,504,189 

 【固定資産】   当期正味財産増減額 91,476 

  （有形固定資産）    正味財産　計 4,595,665 

   建物附属設備 3,577,537 正味財産合計 4,595,665 

   什器　備品 2,176,135 

    有形固定資産  計 5,753,672 

  （投資その他の資産）

   敷　　　金 1,110,000 

    投資その他の資産  計 1,110,000 

     固定資産合計 6,863,672 

資産合計 23,586,635 負債及び正味財産合計 23,586,635 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　の　部

全事業所 2021年 6月30日 現在

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ



  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金 27,295 

      普通　預金 14,323,794 

        現金・預金 計 14,351,089 

    （売上債権）

      売　掛　金 1,551,200 

      未　収　金 178,060 

        売上債権 計 1,729,260 

    （その他流動資産）

      前払　費用 440,243 

      立　替　金 202,371 

        その他流動資産  計 642,614 

      什器　備品 2,176,135 

        有形固定資産  計 5,753,672 

    （投資その他の資産）

      敷　　　金 1,110,000 

        投資その他の資産  計 1,110,000 

          固定資産合計 6,863,672 

            資産の部  合計 23,586,635 

  【流動負債】

    未　払　金 1,088,836 

    前　受　金 1,855,974 

    預　り　金 504,860 

    未払法人税等 158,500 

    未払消費税 538,800 

      流動負債  計 4,146,970 

  【固定負債】

    長期借入金 14,844,000 

      固定負債  計 14,844,000 

        負債の部  合計 18,990,970 

        正味財産 4,595,665 

《資産の部》

《負債の部》

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2021年 6月30日 現在全事業所



【重要な会計方針】

　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人

会計基準協議会）によっています。

(1)固定資産の減価償却方法

　法人税法に規定する方法と同一の基準により償却しております。

建物附属設備：定額法

什 器  備 品：定率法

(2)消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

(財)パブリックリソース　J-

coin助成金
0 1,987,200 1,987,200 0

(特非)モバイルコミュニケー

ションファンド　助成金
0 1,000,000 1,000,000 0

大和証券グループ　こども応

援基金
0 3,350,000 3,350,000 0

福岡県　フリースクール支援

事業補助金
0 2,454,000 2,454,000 0

合計 0 8,791,200 8,791,200 0

[税込]（単位：円）

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

建物附属設備 1,392,534 2,420,000 4,112,449 534,912 3,577,537

什器備品 238,981 3,273,004 200,000 3,489,295 1,433,160 2,176,135

合計 1,631,515 5,693,004 200,000 7,601,744 1,968,072 5,753,672

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

長期借入金 15,000,000 156,000 14,844,000

合計 15,000,000 0 156,000 14,844,000

財務諸表の注記
2021年 6月30日 現在ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

スタディプレイス事業用と

して交付を受けた助成金100

万円のうち、未使用で返還

義務のある166,670円は前受

金として負債計上していま

す。

スタディプレイス事業用と

して交付を受けた助成金335

万円のうち、未使用で返還

義務のある1,675,004円は前

受金として負債計上してい

ます。

備考
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[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金 1,509,119 

   小口　現金 100,462   前　受　金 166,630 

   普通　預金 9,543,078   預　り　金 351,941 

    現金・預金 計 9,643,540   未払法人税等 171,000 

  （売上債権）    流動負債  計 2,198,690 

   売　掛　金 1,361,900  【固定負債】

   未　収　金 177,111   長期借入金 13,560,000 

    売上債権 計 1,539,011    固定負債  計 13,560,000 

  （その他流動資産） 負債合計 15,758,690 

   前払　費用 674,134 

   立　替　金 183,121  【正味財産】

    その他流動資産  計 857,255   前期繰越正味財産額 4,595,665 

     流動資産合計 12,039,806   当期正味財産増減額 △ 2,655,311 

 【固定資産】    正味財産　計 1,940,354 

  （有形固定資産） 正味財産合計 1,940,354 

   建物附属設備 3,302,005 

   什器　備品 1,247,233 

    有形固定資産  計 4,549,238 

  （投資その他の資産）

   敷　　　金 1,110,000 

    投資その他の資産  計 1,110,000 

     固定資産合計 5,659,238 
資産合計 17,699,044 負債及び正味財産合計 17,699,044 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　の　部

全事業所 2022年 6月30日 現在

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ



  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金 100,462 

      普通　預金 9,543,078 

        現金・預金 計 9,643,540 

    （売上債権）

      売　掛　金 1,361,900 

      未　収　金 177,111 

        売上債権 計 1,539,011 

    （その他流動資産）

      前払　費用 674,134 

      立　替　金 183,121 

        その他流動資産  計 857,255 

          流動資産合計 12,039,806 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建物附属設備 3,302,005 

      什器　備品 1,247,233 

        有形固定資産  計 4,549,238 

    （投資その他の資産）

      敷　　　金 1,110,000 

        投資その他の資産  計 1,110,000 

          固定資産合計 5,659,238 

            資産の部  合計 17,699,044 

  【流動負債】

    未　払　金 1,509,119 

    前　受　金 166,630 

    預　り　金 351,941 

    未払法人税等 171,000 

      流動負債  計 2,198,690 

  【固定負債】

    長期借入金 13,560,000 

      固定負債  計 13,560,000 

        負債の部  合計 15,758,690 

        正味財産 1,940,354 

《資産の部》

《負債の部》

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2022年 6月30日 現在全事業所



特定非営利活動に

係る事業
その他の事業 合計

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 100,000 100,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 5,259,307 5,259,307 

  【受取助成金等】

    受取助成金 3,505,044 3,505,044 

    受取補助金 2,324,000 2,324,000 

  【事業収益】

    スタディプレイス事業収益 14,306,870 14,306,870 

  【その他収益】

    受取　利息 147 147 

    雑　収　益 510,895 510,895 

        経常収益  計 26,006,263 0 26,006,263 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      役員　報酬（事業） 5,508,000 5,508,000 

      給料　手当(事業) 6,980,679 6,980,679 

      臨時雇賃金(事業) 2,686,710 2,686,710 

      法定福利費(事業) 1,865,146 1,865,146 

        人件費計 17,040,535 0 17,040,535 

    （その他経費）

      教材費 1,048,306 1,048,306 

      教育活動費 316,711 316,711 

      業務委託費(事業) 912,110 912,110 

      広告宣伝費（事業） 61,380 61,380 

      会　議　費(事業) 193,202 193,202 

      旅費交通費(事業) 728,672 728,672 

      車　両　費(事業) 104,453 104,453 

      通信運搬費(事業) 414,287 414,287 

      消耗品　費(事業) 352,808 352,808 

      修　繕　費(事業) 13,860 13,860 

      水道光熱費(事業) 282,714 282,714 

      賃  借  料(事業) 3,633,000 3,633,000 

      減価償却費(事業) 1,272,359 1,272,359 

      保　険　料(事業) 74,967 74,967 

      租税　公課(事業) 93,000 93,000 

      研　修　費 5,000 5,000 

      支払手数料(事業) 267,702 267,702 

      接待交際費（事業） 15,069 15,069 

      新聞図書費（事業） 3,740 3,740 

      支払　利息(事業) 159,339 159,339 

        その他経費計 9,952,679 0 9,952,679 

          事業費  計 26,993,214 0 26,993,214 

  【管理費】

    （人件費）

      役員　報酬 612,000 612,000 

      臨時雇賃金 370,800 370,800 

      法定福利費 76,428 76,428 

        人件費計 1,059,228 0 1,059,228 

    （その他経費）

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 7月 1日  至 2022年 6月30日ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 7月 1日  至 2022年 6月30日ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

      業務委託費 429,920 429,920 

      旅費交通費 2,970 2,970 

      支払手数料 5,220 5,220 

        その他経費計 438,110 0 438,110 

          管理費  計 1,497,338 0 1,497,338 

            経常費用  計 28,490,552 0 28,490,552 

              当期経常増減額 △ 2,484,289 0 △ 2,484,289 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 0 0 

【経常外費用】

    経常外費用  計 0 0 0 

        税引前当期正味財産増減額 △ 2,484,289 0 △ 2,484,289 

        法人税、住民税及び事業税 171,022 171,022 

          当期正味財産増減額 △ 2,655,311 0 △ 2,655,311 

          前期繰越正味財産額 4,595,665 0 4,595,665 

          次期繰越正味財産額 1,940,354 0 1,940,354 



[税込]（単位：円）

全事業所

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 100,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 5,259,307 

  【受取助成金等】

    受取助成金 3,505,044 

    受取補助金 2,324,000 

  【事業収益】

    スタディプレイス事業収益 14,306,870 

  【その他収益】

    受取　利息 147 

    雑　収　益 510,895 

        経常収益  計 26,006,263 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      役員　報酬（事業） 5,508,000 

      給料　手当(事業) 6,980,679 

      臨時雇賃金(事業) 2,686,710 

      法定福利費(事業) 1,865,146 

        人件費計 17,040,535 

    （その他経費）

      教材費 1,048,306 

      教育活動費 316,711 

      業務委託費(事業) 912,110 

      広告宣伝費（事業） 61,380 

      会　議　費(事業) 193,202 

      旅費交通費(事業) 728,672 

      車　両　費(事業) 104,453 

      通信運搬費(事業) 414,287 

      消耗品　費(事業) 352,808 

      修　繕　費(事業) 13,860 

      水道光熱費(事業) 282,714 

      賃  借  料(事業) 3,633,000 

      減価償却費(事業) 1,272,359 

      保　険　料(事業) 74,967 

      租税　公課(事業) 93,000 

      研　修　費 5,000 

      支払手数料(事業) 267,702 

      接待交際費（事業） 15,069 

      新聞図書費（事業） 3,740 

      支払　利息(事業) 159,339 

        その他経費計 9,952,679 

          事業費  計 26,993,214 

  【管理費】

    （人件費）

      役員　報酬 612,000 

      臨時雇賃金 370,800 

      法定福利費 76,428 

        人件費計 1,059,228 

    （その他経費）

      業務委託費 429,920 

      旅費交通費 2,970 

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

自 2021年 7月 1日  至 2022年 6月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



[税込]（単位：円）

全事業所

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

自 2021年 7月 1日  至 2022年 6月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

      支払手数料 5,220 

        その他経費計 438,110 

          管理費  計 1,497,338 

            経常費用  計 28,490,552 

              当期経常増減額 △ 2,484,289 

【経常外収益】

  経常外収益  計 0 

【経常外費用】

  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 △ 2,484,289 

    法人税、住民税及び事業税 171,022 

      当期正味財産増減額 △ 2,655,311 

      前期繰越正味財産額 4,595,665 

      次期繰越正味財産額 1,940,354 



【重要な会計方針】

　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人

会計基準協議会）によっています。

(1)固定資産の減価償却方法

　法人税法に規定する方法と同一の基準により償却しております。

建物附属設備：定額法

什 器  備 品：定率法

(2)消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【使途等が制約された寄付等の内訳】
[税込]（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

(特非)モバイルコミュニケー

ションファンド　助成金
0 1,000,000 1,000,000 0

福岡県　フリースクール支援

事業補助金
0 2,324,000 2,324,000 0

合計 0 3,324,000 3,324,000 0

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

建物附属設備 4,112,449 4,112,449 810,444 3,302,005

什器備品 3,609,295 67,925 3,677,220 2,429,987 1,247,233

合計 7,721,744 67,925 0 7,789,669 3,240,431 4,549,238

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

長期借入金 14,844,000 1,284,000 13,560,000

合計 14,844,000 0 1,284,000 13,560,000

財務諸表の注記
ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ 2022年 6月30日 現在

備考

スタディプレイス事業用と

して交付を受けた助成金100

万円のうち、未使用で返還

義務のある166,630円は前受

金として負債計上していま

す。



福岡市西区野方1-19-33

決　算　報　告　書

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

第 10期

自 2022年 7月 1日

至 2023年 6月30日



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 1,687,034 
   小口　現金 47,060   前　受　金 83,337 
   普通　預金 8,006,787   預　り　金 319,595 
    現金・預金 計 8,053,847   未払法人税等 171,000 
  （売上債権）   未払消費税 719,800 
   売　掛　金 1,394,958    流動負債  計 2,980,766 
   未　収　金 452,847  【固定負債】
    売上債権 計 1,847,805   長期借入金 11,600,000 
  （その他流動資産）    固定負債  計 11,600,000 
   前払　費用 480,757 負債合計 14,580,766 
   立　替　金 213,400 
   仮　払　金 1,410  【正味財産】
    その他流動資産  計 695,567   前期繰越正味財産額 1,940,354 
     流動資産合計 10,597,219   当期正味財産増減額 203,798 
 【固定資産】    正味財産　計 2,144,152 
  （有形固定資産） 正味財産合計 2,144,152 
   建物附属設備 3,026,473 
   什器　備品 693,226 
    有形固定資産  計 3,719,699 
  （無形固定資産）
   ソフトウェア 1,298,000 
    無形固定資産  計 1,298,000 
  （投資その他の資産）
   敷　　　金 1,110,000 
    投資その他の資産  計 1,110,000 
     固定資産合計 6,127,699 

資産合計 16,724,918 負債及び正味財産合計 16,724,918 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　の　部
全事業所 2023年 6月30日 現在
ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口　現金 47,060 
        今宿用 (47,060)
      普通　預金 8,006,787 
        福岡銀行/今宿 451973 (8,006,787)
        現金・預金 計 8,053,847 
    （売上債権）
      売　掛　金 1,394,958 
        スタディプレイス教室月謝 (1,394,958)
      未　収　金 452,847 
        READYFOR㈱ (303,696)
        ㈱ROBOT PAYMENT (149,151)
        売上債権 計 1,847,805 
    （その他流動資産）
      前払　費用 480,757 
        コングラント㈱ (105,600)
        IEYASU (31,350)
        あいおいﾆｯｾｲ同和損保(春日原) (32,807)
        森　正智（春日原店舗） (110,000)
        岩田商店(同)（箱崎店舗） (66,000)
        安元　仁（野方店舗） (135,000)
      立　替　金 213,400 
        福岡市（住民税） (213,400)
      仮　払　金 1,410 
        従業員 (1,410)
        その他流動資産  計 695,567 
          流動資産合計 10,597,219 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      建物附属設備 3,026,473 
        箱崎店舗造作等 (329,500)
        春日原店舗造作等 (1,974,115)
        野方店舗電気設備 (219,147)
        野方店舗内外装 (503,711)
      什器　備品 693,226 
        プリンター 野方 (28,529)
        ルームエアコン 春日原 (11,653)
        APPLE TV 春日原 (5,756)
        10.2ｲﾝﾁiPad 春日原10 (81,813)
        10.2ｲﾝﾁiPad 共通10 (102,507)
        壁掛テレビ 春日原 (23,291)
        オドゲルチェア 春日原 (64,072)
        モッケルビーテーブル 春日原 (80,148)
        エアコン 春日原3 (105,084)
        10.2ｲﾝﾁiPad 共通30 (190,371)
        社員用パソコン (1)
        業務用MacBookPro (1)
        有形固定資産  計 3,719,699 
    （無形固定資産）
      ソフトウェア 1,298,000 
        HPリニューアル (1,298,000)
        無形固定資産  計 1,298,000 
    （投資その他の資産）
      敷　　　金 1,110,000 

《資産の部》

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2023年 6月30日 現在全事業所



《資産の部》

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2023年 6月30日 現在全事業所

        森　正智　春日原店舗 敷金 (300,000)
        安元　仁　野方店舗 敷金 (810,000)
        投資その他の資産  計 1,110,000 
          固定資産合計 6,127,699 
            資産の部  合計 16,724,918 

  【流動負債】
    未　払　金 1,687,034 
      ｱｽｸﾙ（木村実業㈱） (3,990)
      小田口　桜子 (46,160)
      高田　陽香 (44,670)
      松本　正美 (30,000)
      狩俣　羽矢音 (10,000)
      ㈱Loilo (74,250)
      江口　幸之介 (146,959)
      中野　桜希 (148,617)
      浜松　希 (52,856)
      今村　晶花 (44,500)
      三上　佑季 (141,960)
      安川　由莉 (317,214)
      諸岡　陸 (116,595)
      山田　香織 (45,600)
      草場　勇一 (463,663)
    前　受　金 83,337 
      (財）ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘｿｰｽ財団 (83,337)
    預　り　金 319,595 
      源泉所得税 (137,651)
      健康保険料預かり分 (66,734)
      厚生年金預かり分 (109,891)
      雇用保険料 (5,319)
    未払法人税等 171,000 
    未払消費税 719,800 
      流動負債  計 2,980,766 
  【固定負債】
    長期借入金 11,600,000 
      福岡銀行 R2.6 500万 (4,324,000)
      日本政策金融公庫 R2.5 1000万 (7,276,000)
      固定負債  計 11,600,000 
        負債の部  合計 14,580,766 

        正味財産 2,144,152 

《負債の部》



特定非営利活動
に係る事業

その他の事業 合計

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 100,000 100,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 9,312,742 9,312,742 
  【受取助成金等】
    受取助成金 4,718,293 4,718,293 
  【事業収益】
    スタディプレイス事業収益 15,925,806 15,925,806 
  【その他収益】
    受取　利息 124 124 
    雑　収　益 93,938 93,938 
        経常収益  計 30,150,903 0 30,150,903 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      役員　報酬（事業） 5,508,000 5,508,000 
      給料　手当(事業) 3,522,494 3,522,494 
      臨時雇賃金(事業) 3,575,964 3,575,964 
      法定福利費(事業) 1,777,620 1,777,620 
      福利厚生費(事業) 85,497 85,497 
        人件費計 14,469,575 0 14,469,575 
    （その他経費）
      教材費 1,241,679 1,241,679 
      教育活動費 711,818 711,818 
      業務委託費(事業) 2,944,466 2,944,466 
      広告宣伝費（事業） 618,630 618,630 
      会　議　費(事業) 128,351 128,351 
      旅費交通費(事業) 793,910 793,910 
      車　両　費(事業) 130,606 130,606 
      通信運搬費(事業) 456,354 456,354 
      消耗品　費(事業) 341,866 341,866 
      水道光熱費(事業) 254,646 254,646 
      賃  借  料(事業) 3,732,000 3,732,000 
      減価償却費(事業) 851,539 851,539 
      保　険　料(事業) 58,767 58,767 
      租税　公課(事業) 794,400 794,400 
      研　修　費 9,000 9,000 
      支払手数料(事業) 503,706 503,706 
      新聞図書費（事業） 57,132 57,132 
      支払　利息(事業) 51,743 51,743 
        その他経費計 13,680,613 0 13,680,613 
          事業費  計 28,150,188 0 28,150,188 
  【管理費】
    （人件費）
      役員　報酬 612,000 612,000 
      臨時雇賃金 577,900 577,900 
      法定福利費 91,452 91,452 
        人件費計 1,281,352 0 1,281,352 
    （その他経費）
      業務委託費 330,000 330,000 
      旅費交通費 12,348 12,348 
      通信運搬費 494 494 
      支払手数料 1,705 1,705 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2022年 7月 1日  至 2023年 6月30日ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2022年 7月 1日  至 2023年 6月30日ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

        その他経費計 344,547 0 344,547 
          管理費  計 1,625,899 0 1,625,899 
            経常費用  計 29,776,087 0 29,776,087 
              当期経常増減額 374,816 0 374,816 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 0 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 0 0 
        税引前当期正味財産増減額 374,816 0 374,816 
        法人税、住民税及び事業税 171,018 171,018 
          当期正味財産増減額 203,798 0 203,798 
          前期繰越正味財産額 1,940,354 0 1,940,354 

          次期繰越正味財産額 2,144,152 0 2,144,152 



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 100,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 9,312,742 
  【受取助成金等】
    受取助成金 4,718,293 
  【事業収益】
    スタディプレイス事業収益 15,925,806 
  【その他収益】
    受取　利息 124 
    雑　収　益 93,938 
        経常収益  計 30,150,903 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      役員　報酬（事業） 5,508,000 
      給料　手当(事業) 3,522,494 
      臨時雇賃金(事業) 3,575,964 
      法定福利費(事業) 1,777,620 
      福利厚生費(事業) 85,497 
        人件費計 14,469,575 
    （その他経費）
      教材費 1,241,679 
      教育活動費 711,818 
      業務委託費(事業) 2,944,466 
      広告宣伝費（事業） 618,630 
      会　議　費(事業) 128,351 
      旅費交通費(事業) 793,910 
      車　両　費(事業) 130,606 
      通信運搬費(事業) 456,354 
      消耗品　費(事業) 341,866 
      水道光熱費(事業) 254,646 
      賃  借  料(事業) 3,732,000 
      減価償却費(事業) 851,539 
      保　険　料(事業) 58,767 
      租税　公課(事業) 794,400 
      研　修　費 9,000 
      支払手数料(事業) 503,706 
      新聞図書費（事業） 57,132 
      支払　利息(事業) 51,743 
        その他経費計 13,680,613 
          事業費  計 28,150,188 
  【管理費】
    （人件費）
      役員　報酬 612,000 
      臨時雇賃金 577,900 
      法定福利費 91,452 
        人件費計 1,281,352 
    （その他経費）
      業務委託費 330,000 
      旅費交通費 12,348 
      通信運搬費 494 
      支払手数料 1,705 
        その他経費計 344,547 
          管理費  計 1,625,899 
            経常費用  計 29,776,087 

ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ
自 2022年 7月 1日  至 2023年 6月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



[税込]（単位：円）

全事業所
ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

自 2022年 7月 1日  至 2023年 6月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

              当期経常増減額 374,816 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 374,816 
    法人税、住民税及び事業税 171,018 
      当期正味財産増減額 203,798 
      前期繰越正味財産額 1,940,354 
      次期繰越正味財産額 2,144,152 



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1)固定資産の減価償却方法
　法人税法に規定する方法と同一の基準により償却しております。

建物附属設備：定額法
什 器  備 品：定率法
ソフトウェア：定額法

(2)消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【使途等が制約された寄付等の内訳】
[税込]（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

(財)パブリックリソース
　感動体験支援基金

0 1,000,000 1,000,000 0

福岡県　フリースクール
支援事業補助金

0 3,024,000 3,024,000 0

合計 0 4,024,000 4,024,000 0

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

建物附属設備 4,112,449 4,112,449 1,085,976 3,026,473
什器備品 3,677,220 3,677,220 2,983,994 693,226
ソフトウェア 1,320,000 1,320,000 22,000 1,298,000

合計 7,789,669 1,320,000 0 9,109,669 4,091,970 5,017,699

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 13,560,000 1,960,000 11,600,000

合計 13,560,000 0 1,960,000 11,600,000

財務諸表の注記
2023年 6月30日 現在ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

備考

スタディプレイス事業用
として交付を受けた助成
金100万円のうち、未使用
で返還義務のある83,337
円は前受金として負債計
上しています。



(1/4) [税込]（単位：円）

科目
SP伊都 SP野方(ﾌﾘｰｽｸｰﾙ) SP野方(塾） SP箱崎 SP春日原

（人件費）
  役員　報酬（事業）
  給料　手当(事業) 2,292,676 673,054 556,764 
  臨時雇賃金(事業) 1,308,444 967,839 1,219,206 
  法定福利費(事業) 419,532 342,495 141,764 
  福利厚生費(事業) 50,000 
    人件費計 0 4,020,652 0 2,033,388 1,917,734 
（その他経費）
  教材費 29,942 2,640 14,781 13,530 
  教育活動費 78,725 29,719 98,836 
  業務委託費(事業) 273,010 10,213 
  広告宣伝費（事業） 352,000 
  会　議　費(事業) 8,585 6,223 7,970 
  旅費交通費(事業) 156,864 149,044 200,422 
  車　両　費(事業) 1,944 
  通信運搬費(事業) 63,360 62,134 68,640 
  消耗品　費(事業) 44,234 84,568 42,965 
  水道光熱費(事業) 155,213 99,433 
  賃  借  料(事業) 1,620,000 792,000 1,320,000 
  減価償却費(事業) 19,019 82,527 59,615 375,504 
  保　険　料(事業) 16,000 24,017 
  租税　公課(事業) 23,100 
  研　修　費
  支払手数料(事業) 17,402 34,650 12,690 11,275 
  新聞図書費（事業）
  支払　利息(事業)
    その他経費計 0 2,211,288 119,817 1,483,784 2,647,905 

      合計 0 6,231,940 119,817 3,517,172 4,565,639 

(2/4) [税込]（単位：円）

科目
SPｵﾝﾗｲﾝ SP共通 子供の未来応援基金支援事業 子どもの学びと居場所事業 プログラミング教室

（人件費）
  役員　報酬（事業） 5,508,000 
  給料　手当(事業)
  臨時雇賃金(事業) 80,475 
  法定福利費(事業) 873,829 
  福利厚生費(事業) 35,497 
    人件費計 80,475 6,417,326 0 0 0 
（その他経費）
  教材費 1,180,786 
  教育活動費 3,318 499,383 
  業務委託費(事業) 1,668,492 992,751 
  広告宣伝費（事業） 266,630 
  会　議　費(事業) 105,568 
  旅費交通費(事業) △ 540 279,060 
  車　両　費(事業) 128,662 
  通信運搬費(事業) 3,770 257,600 
  消耗品　費(事業) 220 169,879 
  水道光熱費(事業)
  賃  借  料(事業)
  減価償却費(事業) 314,874 

事業費の内訳（別紙）
2023年 6月30日 現在ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ

特定非営利活動に係る事業

特定非営利活動に係る事業



  保　険　料(事業) 18,750 
  租税　公課(事業) 771,300 
  研　修　費 9,000 
  支払手数料(事業) 10,725 416,964 
  新聞図書費（事業） 57,132 
  支払　利息(事業) 51,743 
    その他経費計 1,685,985 5,520,082 0 0 0 

      合計 1,766,460 11,937,408 0 0 0 

(3/4) [税込]（単位：円）

科目
ｽﾀﾃﾞｨﾌﾟﾚｲｽ野方(AO入試) 講演など 科学教室プロジェクト 秋季学習支援プログラム 夏期学習支援プログラム

（人件費）
  役員　報酬（事業）
  給料　手当(事業)
  臨時雇賃金(事業)
  法定福利費(事業)
  福利厚生費(事業)
    人件費計 0 0 0 0 0 
（その他経費）
  教材費
  教育活動費
  業務委託費(事業)
  広告宣伝費（事業）
  会　議　費(事業)
  旅費交通費(事業)
  車　両　費(事業)
  通信運搬費(事業)
  消耗品　費(事業)
  水道光熱費(事業)
  賃  借  料(事業)
  減価償却費(事業)
  保　険　料(事業)
  租税　公課(事業)
  研　修　費
  支払手数料(事業)
  新聞図書費（事業）
  支払　利息(事業)
    その他経費計 0 0 0 0 0 

      合計 0 0 0 0 0 

(4/4) [税込]（単位：円）

科目 その他の事業 合計
ファンドレイジング (区分不明) その他の事業

（人件費）
  役員　報酬（事業） 5,508,000 
  給料　手当(事業) 3,522,494 
  臨時雇賃金(事業) 3,575,964 
  法定福利費(事業) 1,777,620 
  福利厚生費(事業) 85,497 
    人件費計 0 0 0 14,469,575 
（その他経費）
  教材費 1,241,679 
  教育活動費 1,837 711,818 
  業務委託費(事業) 2,944,466 
  広告宣伝費（事業） 618,630 
  会　議　費(事業) 5 128,351 

特定非営利活動に係る事業

特定非営利活動に係る事業



  旅費交通費(事業) 9,060 793,910 
  車　両　費(事業) 130,606 
  通信運搬費(事業) 850 456,354 
  消耗品　費(事業) 341,866 
  水道光熱費(事業) 254,646 
  賃  借  料(事業) 3,732,000 
  減価償却費(事業) 851,539 
  保　険　料(事業) 58,767 
  租税　公課(事業) 794,400 
  研　修　費 9,000 
  支払手数料(事業) 503,706 
  新聞図書費（事業） 57,132 
  支払　利息(事業) 51,743 
    その他経費計 0 11,752 0 13,680,613 

      合計 0 11,752 0 28,150,188 
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	資金計画書
	助成概要
	自己資金・民間資金

	05 団体情報_NPO法人エデュケーションエーキューブ_墨
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